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本号では、2020 年 1 月 29 日に JA カンファレンスホールで開催されたアジアビジネスローフォーラ

ム設立記念「アジアにおけるビジネスと法」を取り上げました。日本ローエイシア友好協会、公益

社団法人商事法務研究会及び当財団による共催のもと、アジアビジネスローフォーラムが、主催

したもので、約 90 名の参加がありました。 
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（司会） 皆さま、大変お待たせしました。ただ今よりアジアビジネスローフォーラム設立記念シ

ンポジウム「アジアにおけるビジネスと法」を開催します。本日は大変お忙しいところ、本シンポ

ジウムにご参加いただき誠にありがとうございます。本日司会を担当します弁護士の菊間千乃と申

します。よろしくお願いします。 
 まず最初に、開会に当たり、アジアビジネスローフォーラム設立発起人の一人である日本ローエ

イシア友好協会会長の小杉丈夫より開会のご挨拶です。 
 

開会挨拶 

小杉 丈夫（日本ローエイシア友好協会会長） 

 皆さん、こんにちは。お忙しい中、本日のアジアビジネスローフォーラム設立記念シンポジウム

に多数ご出席いただき、本当にありがとうございます。見渡すと、最高裁から深山最高裁判事も来

ていただき、このような形で設立の記念式を行うことを大変光栄に思っています。 

 本日のシンポジウムは、共催団体として日本ローエイシア友好協会、国際民商事法センター、商

事法務研究会と、三つの団体が名を連ねています。日本ローエイシア友好協会は、アジア太平洋地

域の国際法律家団体ローエイシアの日本の個人会員の団体です。また国際民商事法センターは、法

務省のアジア法整備支援を民間からサポートしている公益財団法人です。商事法務研究会は、企業

経営に直接関係する法律事務の調査研究等を主たる目的としている公益社団法人です。こういう団

体が共催という形で、プログラムに発起人として名前も出ている酒井邦彦弁護士、鈴木五十三弁護

士、さらに、ここにお名前は出ていませんが商事法務研究会理事の松澤三男氏、そして私が加わっ

て、4人がコアメンバーでこういう会を始めることになりました。 
 設立の目的ですが、アジアの重要性はもう長い間言われていて、多くの日本人がアジアと日本の

法律関係に関わっています。このようにせっかく有意義なことがたくさん行われていながら、もう

一つ知識、経験の共有する議論の場がない。人の交流、ネットワークも不足しています。今日ご出

席の青山善充先生は、日本の司法外交の一環として、日本にアジアに冠たる国際仲裁センターをつ

くろうということで大変ご苦労をされています。そういう共通基盤が欠けていることが、ご苦労を

されている一つの理由ではないかと思っています。そこで、「人の交流、ネットワーク、情報の交

換という場をつくれないか」というのが私たち発起人の考えでした。今日のシンポジウムのご案内

の中にも書きましたが、三つの分野の架け橋になろうということを考えました。一つ目は、いうま

でもなく、日本とアジアという地域的な関係です。二つ目が官民学という官と民と学者、特に私ど

もは企業の方にもう少しこういう場に入っていただくような形、仕組みができないだろうかと考え

ました。三つ目がシニア、われわれ古い世代と若い世代との懸け橋になりたい。若い方がいろいろ

アジアに関心を持っているけれども、これを取り込むような仕組みができていないのではないか、

ということで、そういう三つの架け橋ということを目標に掲げました。そういう意味で、本日の講

演会のキーワードは「架け橋」と「フォーラム（広場）」ということです。 
 では一体何をやろうというのかといいますと、今考えているのは2～3カ月に1回小規模の研究会を

やる。30～40人の規模で、講師の講演の後に懇親会、議論、討論というようなことをやる。そして1

年に一遍ぐらいは今日のような大きなシンポジウムができないか。まずこの辺から手を付けたらど

うかと考えています。 

 実は数年前からこういうことに実際に着手をして、小規模（15～20人ぐらい）の勉強会を8回やり

ました。去年の7月には日比谷公会堂地下ホールで「知財・司法改革シンポジウム」を開催し、前特
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許庁長官の荒井寿光さんをはじめとする講師をお呼びし、150人ぐらいの人が集まりました。去年の

11月には、本日もご出席の法務省大臣官房国際課長の柴田紀子さんにお願いをして、4月に行われる

予定の「京都コングレス」や柴田さんのアジアでの国際機関での勤務ご経験等を話していただきま

した。そのような小規模の形の研究会を夕方に、人がたくさん集まれるような形で交流していくこ

とを頭に置いています。それが発展すれば、法律雑誌に成果を発表するなどいろいろと考えられる

と思いますが、まずそういうことから手を付けていきたいと考えています。 
 私は、ローエイシアについては1977年以来40年以上お手伝いをしています。日本政府の法整備支

援も1996年からもう20年を超えるお手伝いをしています。今申し上げているような形でのフォーラ

ムをつくっていくのはなかなか難しいことだと思っています。大海に一滴のしずくを落とすような

ことになるかもしれませんが、発起人一同、心を合わせてこういうものをつくっていきたいと考え

ているので、皆さまのご理解、ご参加、ご協力をお願いする次第です。 
 受付でご案内しているように、この講演会の終了後、懇親会も準備しています。人の交流、情報

交換、ネットワークというものも私どもが考えている企画の中では大変重要なものですので、ぜひ

こういうところにもご参加を頂ければありがたいと思っています。 

 開会に当たり、簡単ですが、ご挨拶といたします。本日はどうもありがとうございます。 
 
（司会） 小杉丈夫より開会のご挨拶をさせていただきました。 

 本日はこのアジアビジネスローフォーラムの船出を祝って、多数のご来賓の皆さまにご出席いた

だいています。ご来賓を代表し、前最高裁判所長官の寺田逸郎様よりご挨拶を頂戴したいと存じま

す。寺田様、よろしくお願いします。 
 

来賓挨拶 

寺田 逸郎（前最高裁判所長官） 

 今日はこの非常にフレッシュなアジアビジネスローフォーラムの開会と発足ということでお招き

いただき、大変光栄に思っています。 
 本日、私は発足するこのフォーラムの発起人である小杉先生、鈴木先生、酒井先生のお三方の友

人の一人として、お祝いを申し上げるというよりは、むしろエールを送ろうと思って来たわけです。 
 お三方は古くからの友人ですが、基本的に私と同年代の皆さんです。小杉先生は私からすると大

先輩という感じでご指導いただいているのですが、鈴木先生はほぼ同年代です。酒井先生は本当は

よく見ると私の後輩なのですが、私が先輩扱いしてもらったことが1回もないので、ほぼ同年代とい

うことにさせていただきたいと思います。この同年代のお三方が、こうやって新しいものをつくり

出そうとされているのを大変にうれしく思う次第です。 
 お三方もそうですし、私もそうなのですが、実質的に働いているのは、終わったばかりの平成の

30年にほぼ重なるわけです。平成の30年はどういう時代だったかを仕事を辞めてからいつも考える

わけですが、普通に考えれば、もう皆さんよく言われているように、第1には非常に災害の多い時代

でした。平成2年の雲仙普賢岳の火砕流から始まり、最後の水害まで、その間に二つの大きな大震災

もあり、水害も幾つかあり、噴火もありということで、大変災害に印象付けられた時代だったわけ

です。それは日本がグローバルな環境に徐々に置かれたということがあるわけですが、日本にはそ

の他、これに関連するわけですが、バブル経済の崩壊に伴って非常に苦しい時代だったということ

もあるかと思います。第3は情報化社会の到来です。Windows95の発表に始まり、平成年間に大変に
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ネット時代の進展があったわけです。それに加えて、日本では少子高齢化が大きな柱でクローズア

ップされているわけです。 

 こういう時代を生きてきたわけですが、私どもも実は仕事を始めるときから、何か挨拶を書くと

きには必ず社会経済情勢の変化で大変苦境に陥って頑張らなければいけないというような挨拶をす

るのですが、社会経済状況の変化というのは何かというのはよく分からなかったわけです。しかし、

平成時代の中頃には今言ったようなことが明らかになり、極めて状況が変わってきたことがよく分

かるようになりました。企業や職場の人間関係も随分変わりましたし、働いている人の中身も随分

変わりましたし、家庭における人間関係も随分この間に変わったといわざるを得ないわけです。 
 柱となるようなことを幾つか挙げましたが、こういう状況を前提として平成の間には政治改革、

行政改革、司法制度改革という大きな改革が常に行われてきたわけです。ある意味では、平成とい

うのはそういう改革の成果を試された時代だったと言えると思います。 
 私ども法に携わる者は、こういう状況に置かれて、政治改革はともかく、行政改革、司法制度改

革の関係、あるいは、先ほども申し上げたようなバブルの崩壊に伴う関係で大変多く立法させられ

たわけです。昭和の時代の法の世界というのは、比較的落ち着いていて、どちらかというと裁判が

クローズアップされる時代だったと思います。大きな公害事件、薬害事件などの損害賠償事件を中

心に、裁判の救済における位置付けが非常に大きかったわけです。判例の時代といっていいかどう

か分かりませんが、裁判の注目度が非常に高かった時代です。これに対して、平成は相対的に立法

の時代だったと思います。私どもの関係でも、先ほど申したように、災害の対応にも多くの立法が

なされたし、先ほどご紹介があった深山最高裁判事もおいでになっていますが、倒産法制の整備、

それからグローバルな市場に対応するために会社法の改正が何回も行われるという状況は皆さんも

ご承知のとおりです。加えて、司法独自のものとして司法制度改革の大量の立法が、今日もおいで

の大野前検事総長を筆頭として、いろいろなところから人材を投入してできてきたわけです。 
 非常に忙しい時代でした。ただ、忙しいといって第3の立法時代と言われるわけですが、私は必ず

しも明治の立法あるいは戦後直後の立法とは少し趣が違うのではないかと思っています。それは内

容的に、この立法の中にそれまでのいろいろな壁が少しずつ崩されてきたことが明らかな点が一つ

です。もう一つは、立法に参加するメンバー構成がだいぶ昔と変わってきた。その二つで、これま

での立法が多かった時代とはやはり一線を画すのではないかと思います。 
 具体的には、例えば消費者契約法等で差止請求が消費者団体によって行われるわけですが、こう

いった立法は、それまでの行政と民事がはっきり分かれていた時代にはなかなか起こりにくかった

改正です。これもそういう動きに突き動かれてできてきたわけです。裁判所もこの消費者契約法に

限らず、いろいろなところで差止請求の立法の下に置かれるようになったわけです。また犯罪被害

者が刑事手続きに大変大きな役割を演ずるようになりました。犯罪被害者保護法という法律ができ

たわけですが、その法律の下に民事関係の損害賠償もこの刑事手続きにおいて行われるというよう

な、民事と刑事の壁も破られるようになりました。あるいは、青山先生のご専門の民事訴訟法にお

いても、それまでの学説あるいは実務の積み上げとはやや異なり、スピードアップするためには2
年で一審は終わらせる。あるいは、日本のプレゼンスを高めるためには高等裁判所に知財に特化し

た裁判所をというような、非常に発想を異にするものも導入されてきました。バブルの解決のため

に調停制度を利用する特定債務調停や、児童虐待の度重なる問題に対して対応するために児童虐待

防止法ができたわけですが、ここでは警察や裁判所など行政機関を中心にいろいろなところが協力

し合ってできるという、だいぶ壁が破れた法律が登場したわけです。 
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 こういう法律の登場に、今までとは違って関係者、特に国民の利害関係者の皆さんの参加が非常

に多かったというのがこの時代の特徴です。それが議員を通じて、議員立法という形で結実したと

いうことも言えるわけです。 
 先ほど戦後の立法あるいは明治時代の立法と違うと申しましたが、実は内容的に近いのが大正時

代の立法ではないかと私は思っています。今、最後に申し上げた特定債務調停や児童虐待の法律、

それから民事訴訟法のスピードアップのための改正などは大正時代に行われた法改正でした。時代

背景も、よく見ると第一次大戦後のバブルの崩壊が5年で起きて、都市の集中あるいは産業の工業化

が非常に進展したのが大正時代でした。ただし、大正時代も平成と同じように、バブルの崩壊後関

東大震災に見舞われ、世界大恐慌に見舞われて、非常に苦しい時代を送ることになったわけです。

並行して大正デモクラシーという普通選挙法の成立に導いた動きもあって、日本が大変成熟した時

代ではあったわけですが、同時に苦しい時代でもありました。それはちょうど今の平成と重なるよ

うな気がしているわけです。 

 問題は、大正時代に今のわれわれのライフスタイルを確立したとも思われるわけです。10銭均一

のお店、あるいは観光客の急増で旅館が足りないというようなこともその時代の風俗として描かれ

ています。こういうやや前向きの形が成熟し切らなかったのが、第二次大戦に向けてのいろいろな

動きです。それはご説明するまでもなく、当時の大きな存在として日本に軍部があったからです。

平成の今も、私はネット環境等で非常に直接民主主義的な動きもあり、裁判員制度を見ていると、

非常に国民の間の議論に対する成熟を感じるわけです。しかし軍部はありませんから、「ありませ

ん」と言い切ると異論がある方がいるかもしれませんが、戦前のようなことはないということです。

しかし、非常に懸念する壁が、軍部の代わりに二つあります。一つは、多分これから藪中先生がお

話になる、アジアの大国を中心とする国際情勢の面です。どうしても相対峙していると相手に似て

しまいます。日本が民主主義的な傾向を伸ばそうとすることを、スピーディーな対応を求めるあま

り、これに逆行する動きに変えてしまうという力をいろいろな周辺の国は持っているわけです。そ

れにどう対応するかが一つの問題であろうと思います。もう一つは、別の面でGAFAといわれるデ

ジタルプラットフォーマーの大きな存在です。個人の自由がそういう環境の中で果たして生かされ

るのかということが大きな懸念材料です。 

 私たちは決して大正の終わりごろの人と同じような立場に置かれているわけではありませんが、

同じように対応していかなければならない壁が前に見えるわけです。それに対応するためにどうす

ればいいのか。一つのヒントは、小杉先生がおっしゃったように、どういう形であるにせよ議論を

深めていくことが大事だろうと思います。先ほども立法のところで申し上げましたが、やはりこれ

までの内輪の議論でない議論が大変大事だと思います。立法の場合には、それは新たな議員立法に

特徴的に表れるように国民からの圧力・要望というものでしたが、裁判の中でも非常に刑事裁判は

元気ですが、その理由の一つは裁判員という別の要素が導入されたことによるのではないかと思う

わけです。そういう意味で日本は、内輪の議論ではない、他者を求めながら進んでいかなければな

らないのだろうと思います。そういうことをお考えになって恐らく小杉、鈴木、酒井のお三方はフ

ォーラムを立ち上げられたのだなと私は理解しています。理解しつつ、かつ、これについて大いに

期待します。先ほど三つの面でいろいろな橋渡しをされたいと言われましたが、橋渡しというのは

必ずしも結び付けるだけではなくて、いろいろな対立をはっきりさせることも非常に大事な役目で

す。そういう内輪でない議論を持てる場として、この新たなフォーラムが今後、日本の社会に一つ

の大きな存在として役に立っていかれることをお祈りして、私のお祝いの言葉とさせていただきま
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す。ありがとうございました。 
 

（司会） 寺田様、ありがとうございました。平成を立法の面から振り返っていただき、その中で

令和の時代に新しく始まるこのアジアビジネスローフォーラムがどういう役割を果たしていくのか

ということを、お話を聞きながら、きっと参加のお一人お一人いろいろ考えるところがあったので

はないかと思いました。最初は日本の中で議論をし、アジアで活躍している皆さんが日本人の中で

情報を共有するというところから始まるとは思いますが、日本を理解してもらうこと、あとはアジ

アを私たちが理解する、そのきっかけになるようなこのフォーラムであってほしいというエールで

あったと理解しました。ありがとうございました。 

 それでは、基調講演に移らせていただきます。基調講演は藪中三十二様にお願いをさせていただ

きました。藪中様は元外務事務次官で、わが国の外交問題のエキスパートとしてメディア等でも大

変ご活躍をしていらっしゃいます。本シンポジウムのテーマである「アジアにおけるビジネスと法」

ということでもふさわしいお話を頂こうと思っています。そこで本日は「東アジア情勢と日本―貿

易環境と政治情勢を中心として―」というテーマでお話を頂きます。藪中様、どうぞよろしくお願

いします。 
 

基調講演 

「東アジア情勢と日本 －貿易環境と政治情勢を中心として－」 

藪中 三十二（立命館大学客員教授） 

 皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いただいた藪中です。実は私は、こういう立派な会でお話を

させていただくのは本当に不適当な人間で、「嫌だ、嫌だ」とだいぶ申し上げたのですが、「いい

から」と言われて参りました。というのも、元々法律とか何とかというものはまともに勉強したこ

ともないからです。そういう人間が皆さまのような立派な経験を積んでおられる法律家あるいはそ

ういう関係の方々の前でお話をするというのは、とても荷が重いわけです。そうはいっても、せっ

かくの機会なので、「アジアにおけるビジネスと法」ということでいえば、よくよく考えてみれば、

私は外務省にいたときに、割とアジアとの関係で仕事をしていました。そういうことを踏まえて、

少し今思っていることもお話をさせていただければと思います。 
 この1週間、実は私にはイベントフルというか、いろいろなことがありました。1週間前には合宿

をやったのです。これは、私が今やっているグローバル寺子屋「薮中塾」という変な名前の寺子屋

なのですが、そこの冬の合宿をやりました。それから、月曜日には、兵庫県の非常に立派な公立の

兵庫高校で、1年生と話をしました。実は今年で6回目で、恒例になってしまったのですが、1年に1

度行って、40人の、非常に優秀な高校生と話をするのです。それから、昨日は立命館大学でパレス

チナとイスラエル。外務省が珍しくよいことをしていて、22年間、毎年パレスチナとイスラエルか

ら5人ずつ若者（30～40代）を呼んで、1週間～10日、一緒に過ごさせるのです。日本としての取り

組みとしては、そういうことで中東和平について何らかの貢献ができないかなと。多分スタートは

そういうことだった思います。これで3年目になるのですが、私がモデレーターという格好で、大学

で学生と話をさせています。それが昨日あったのです。今朝ニュースが出ていますが、トランプ大

統領が中東和平について、アメリカの提案をした。しかし、中身はもうめちゃくちゃなのです。あ

んなものはきちんとした提案という格好にはならないだろうというのは、完全にイスラエル、親イ

スラエルだからです。パレスチナ側は出た瞬間に「これは駄目だ」と反応した。一番喜んでいるの
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はエバンジェリカル（Evangelical）、アメリカの中では福音派の人たちです。これは大熱狂的に「こ

れはいい案だ」と言っています。イスラエル寄りの提案なので、これが基礎になるわけではないの

ですが、パレスチナの人間とイスラエルの人間と話をしてみるとなかなか面白いのです。特に私の

場合は、何か面白くないと仕方がないなと思って、けんかというか、相当議論させています。昨日

も、殴り合いとまではいきませんでしたが、かなり本音の議論をしていました。ついてきた外務省

の人間が、「こんなことになるとは思っていませんでした」と驚いていました。でも、そういうこ

とをやることによって、少しでも相互理解ができるのではないかという思いなのです。 

 今日はこうして寄せていただいたわけですが、グローバル寺子屋というが何をしているのかが少

し関係するので話をさせていただきます。思いというのはまさに日本がアジアや世界というところ

と関わり合いを持っていく、持っていかざるを得ないという状況の中で、私も役所を辞めてから約

10年になるのですが、大学で教えています。立命館大学と大阪大学で教えているのですが、そこで、

学生からの要望として、「先生、講義だけでなく、何かやってくださいよ」、「せっかく何か外交

交渉とかやってきたらしいので、そうであればその経験も聞かせて下さい」ということがありまし

た。私自身も、もう少し堂々と世界に出ていって話ができるような人間を育てたいと考えました。 

 今、日本中にグローバル人材養成講座のようなものがありますが、僕から言わせれば名前だけで

はないかというところが結構多いと思うのです。そこで私は、とにかく議論をさせようと、それだ

けをやっている。だから、そういう場を提供しているだけで、私自身は横で、彼らが議論するのを

聞いているだけです。結構、熱心にやります。土曜日丸々1日かけて、そのための準備もします。そ

れは月に1回ですが、僕はいつも「speak outしろ。speak out in logicだ。結果としてoutstanding  

performanceと言われるようになれ」と、彼らに課題を与えています。これは日本語で言うとなかな

かうまくいかないので、英語でわざわざ言っているのです。「そういうふうになれ」と言うのです

が、speak outを日本語にすると「あいつは口数は多いわ」となるのです。「speak out in logic」と言

うと、「先生、あれは論理的に話せということですか？」と言うのですが、そうではない。結果と

してのoutstanding performanceというのはもうご承知のとおり、「目立ちたがり屋」と。だから口数

は多いわ、理屈っぽいわ、目立ちたがり屋だということになる。日本では「絶対にあいつとは友達

になりたくない」とか、社会でも会社でも「あんなの」「あいつは」という感じになるのです。し

かし、世界に出ていってやるときには、そういう必要がある。日本にいればみんな同じ考え方とい

うか、バックグラウンドは違ってもそれほど大きく違わない。食べているものも、着ているものも、

あるいは習慣、宗教、いろいろな格好で共通のものが多い。ただ、世界へ行けばいろいろな変化が

ある。いろいろな多様性がある。そこではlogicというか、理屈立った、論理立った話をするという

のが一つの共通語になる。「それは人間力だ。魅力がなければいけない」とか難しいことを言うの

ですが、それはその上のお話です。そのようなことをやっています。 
 今日は、その中で、兵庫高校での話も交えてお話をさせていただきたいと思っています。これは

極めて私にとっては楽しかったのです。そこでは何を問いかけたかというと、今日の本題ではない

のですが、非常に関係すると思うのです。先日、東京で日米安保条約60周年記念行事がありました。

私は寺子屋で行けなかったのですが、翌日の新聞を読んでいると、日米同盟は安倍首相の言葉で言

えば「これは永遠なり」的な話で、日本人一人一人も「それは当然でしょう」、日米安保条約があ

るのが日本にとっては極めて自然なものだという受け止め方があるかと思います。私はあえて問い

かけとして「本当ですか？」と。「皆さん本当にそう思っているのですか？」という問いかけを高

校1年生にしたのです。 
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 そして、背景を説明しました。今、世界で起きていることは何だということです。日本にいれば、

「そんな藪中さん、どうせ商売で言っているのでしょう。いっぱい大変なことが起きているなんて

言えば、いろいろなところからお呼びがかかるのではないか」という類で言われるかもしれません

が、全くそうではないのです。世界で何が起きているかをきちんと頭に入れておかなければ、日本

はおかしいではないですか。過去75年間、今までわれわれが慣れ親しんできたシステムが、今ガタ

ガタと音を立てて壊れつつある。それが、今世界で起きていることなのだ。私自身はそういう理解

なのです。 

 それは何かというと、私は二つのインフラと私は呼んでいます。一つはアメリカを中心とした同

盟関係、もう一つは多角的な自由貿易体制です。同盟関係は世界の平和を維持する、その下支えと

なるシステムです。多角的な自由貿易体制は、国際経済、経済の発展を支えてきたシステムです。

私はざっとそういうつくりをつくってみたのですが、その二つが今ガタガタと音を立てて崩れつつ

ある。それはもちろん、America Firstのトランプ大統領です。ただ、よくよく考えればトランプだ

けではないということではあるのですが。 
 今何が起きているかというと、同盟関係ではNATOができて70年ちょっとです。それが中核です

が、ヨーロッパにおいてはアメリカとヨーロッパの国々との相互防衛の条約がある。アジア太平洋

にはそういう機構はありませんが、中核は何といっても日米の安保条約、日米同盟関係であること

は間違いない。それ以外にアメリカは2国間で韓国やオーストラリアなどと結んでいる。しかし、圧

倒的に日米安保条約がアジアでは大事だということだと思います。 
 われわれはそれの60周年を今祝ったわけですが、NATOについてはご案内のとおり、フランスの

マクロン大統領は「NATOはもう脳死状態にある（brain death）」と言いました。あるいはドイツの

メルケル首相は「もうアメリカに頼れない。ヨーロッパは自分たちで守らなければいけない」と公

の場で言っている。これが今起きていることなのです。同盟などというのはまさに信頼関係ですか

ら、公言するということはそれだけそのNATOについての信頼・権威というのが失われるというこ

とです。なぜ言っているかというと、いくらトランプ大統領に言っても、トランプ大統領はNATO

へのコミットメントをしないからです。それは確かにNATOだけの問題かもしれません。「敵は誰

か」と言ったら「プーチンか。それは俺ができる」と、こういう話なのです。それで「大体ドイツ

は自分でお金をちゃんと防衛費も払わないで、それで貿易黒字というか、お金ばかりためている。

だからいかんのだ」というような話が起きている。そのときに、わが日米安保条約に基づく日米同

盟関係は安泰なのかどうか。私が随分危機感をあおり立てるのは、今までやってきた仕事からいっ

てもちょっとおかしいのではないかと言われるかもしれませんが、私が申し上げているのは世界で

何が起きているかということです。 

 これはトランプだけではないと言いましたが、前任のオバマ大統領が「We are not anymore world’s 
policeman」と言っています。それはなぜかというと、基本的にアメリカ国民が「もうよそうよ」と。

「our boysを戦場、外国に出して血を流すようなことはやめよう」というのが6割以上の今アメリカ

国民の世論です。それを踏まえてオバマ大統領は「We are not anymore world’s policeman」と言い、

トランプ大統領は「America First」と言っているのです。ですから、そういう状況にあるときに果

たして日米が引き続き今までどおり、「日米安保条約は、安倍さんがうまくやっているから、トラ

ンプを飼いならしているからいいのだ」ということで本当に大丈夫かという問いかけがあると思い

ます。 
 一方、多角的な自由貿易体制というのは、私は実はウルグアイ・ラウンド交渉をやったときにジ
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ュネーブにいましたが、多角的な自由貿易体制でずっとやっていこうとしてきました。それが60年
代はケネディ・ラウンド交渉。70年代は東京で閣僚会議を開いての東京ラウンド。80年代はウルグ

アイ・ラウンド。その後、ようやく94年にそれがまとまってWTOが出来上がります。今までずっと

そこでやってきた。それが今トランプ大統領の時代においては、多角的な自由貿易体制はアメリカ

の八千数百億ドルの赤字の元凶だと言わんばかりです。彼にとってみれば、せいぜいがbilateral、場

合によってはunilateralで、もうmultilateralということではないと。これが今起きていることです。 
 これから11月に大統領選挙がありますが、トランプ大統領がそこで終わればまだいいのかもしれ

ない。でも、どうも今の状況であればそれが続く。トランプ大統領が再選される可能性が結構ある。

しかも、実は民主党の候補の間でも、左寄りというか、よりリベラルな人ほど「もうそんなのはよ

そうよ」という意味でいうと、外へour boysを出すというのは反対だし、多角的な自由貿易体制も基

本的には反対です。だから、アメリカが中心として過去75年間築き上げてきた体制が大きく崩れつ

つあるのです。 

 「ではどうするのか」と学生に問いかけたのです。「それにも関わらず日米同盟関係を一生懸命

やっていった方がいいのだ。だからこそもっと強くしていく」という考え方。あるいは「日本は自

前の防衛力をもっと持たないと勝負にならないのではないか」。あるいは、3番目として「アジア等

々の国々ともっと協力関係を結んでいく」と。もちろん2番目も3番目も日米安保条約を維持しなが

らということはあります。それを破棄してということではなくても、それだけに頼れないからその

補完として、自前のもっと強い軍隊、あるいは強い防衛力を持つ。あるいはアジアの国々との協調

関係をもっと模索した方がいいのではないかと。事前に彼らは僕の本を読んでいたので3番目が一番

多かったのですが、40人の中で5人が「日米同盟関係をさらに維持する」、15人が「いや、これはも

う少し自前の防衛力を」と、そして20人以上が「アジアとの関係」と言っていました。なかなか面

白い議論があったのです。 
 今日はそういうことを含めて、これから日本はどういうふうに考えていったらいいのか。東アジ

アあるいは全体としての世界の中での環境においての状況と、日本がそこでどういうふうに考えて

いくのかということを少し話をさせていただきたいと思います。 
 もちろん東アジアといいながら、アメリカが非常に大きな意味で影響力を持ってきているのは間

違いない。そこで起きていることですが、まず米中関係がどうなっているのかというのがあります。

米中関係においてトランプ大統領の役割が大きいのです。彼は関税を大幅に引き上げることを瞬間

に決めるからです。その結果として何が起きるかというのがあります。今回起きた1月15日は、一応、

米中の合意がありましたが、あれは一応の休戦にすぎないと思います。トランプ大統領の頭の中を

のぞいて見ると、米中関係については二つのことをバランスしながらこの1年間やってきた。一つは

tough on China（中国に厳しく当たれ）。もう一方においては、株価、経済が非常に大事だと。です

から、片方をやり過ぎると株がどんと落ちるというのが、おととしの12月にあったことです。「こ

れはいかんな」と思って、また「米中、話をするんだ」という格好でやってくる。そういうバラン

スなのです。私は去年からずっと言っていましたが、今回起きたことも本格的な解決ではない。た

だ、tough on Chinaということでいうと、3700億ドルに当たる中国からの輸入については高関税を維

持するのです。去年2500億ドルについては25％の関税にした。あとの1200億ドルについては15％の

関税をかけた。「それだけは中国がいろいろ言うから、少し下げてやろう」というので7.5％にした

と。ただ、2500億ドルについては25％は残ったままです。ですから全体として3700億ドルで約20％
関税を引き上げたのが残るのです。われわれは慣れっこになっていますが、「まあ、うまくいった」
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ということなのですが、何のことはない、去年の5月から比べるとそれだけの関税が引き上がってい

る。これがずっと続いていくということなのです。 

 習近平氏がなぜそれを受けざるを得なかったかというと、これ以上もっとやられると大変だと。

「あと2000億ドル、3000億ドルについて関税をどんと引き上げる」と言っていたので、それをやめ

させた。そういう意味はあったわけです。ただ、本質的な解決になっていない。もちろんそこでの

本質的な解決は何かということです。トランプ大統領は数字だけなのです。その代わりにというの

は、「アメリカがこれ以上関税を引き上げない代わりに、2000億ドル輸入します」ということを中

国にコミットするのです。今後2年、今までよりも2000億ドル以上たくさん輸入しますと。これは「で

きるのか？」というのがあります。これは多角的な自由貿易体制からいうと大変問題なことです。

数値・数量をコミットするなどというのは、基本的な多角的な自由貿易体制、われわれがいろいろ

営々として築いてきたルールからいうと大変問題があるわけです。しかし、米中が合意してしまう

と「うーん」というような格好で、誰がそこで「WTO違反だ」と言ってどこへ持っていくか。持っ

ていったところで、ソーシャル委員会も機能していないというのがWTOですから、「うーん」とい

うような話なのだろうと思います。いずれにせよ、そういうことが今回起きた。 

 ただ、もっと大きなことは、米中間の対立構造だと思います。トランプ大統領は数字と言いまし

たが、輸入の赤字、貿易の赤字があって、それをどうするかですが、基本的にはより大きなアメリ

カと中国との対決構造がある。rise of China（中国が台頭してきた）。それに対してどういうふうに

向き合うのかというのが、今アメリカの中でずっと議論がされていることです。オバマ時代という

のはエンゲージメント政策で、関与していくということでした。中国と関与すれば、中国が大国に

なっても責任ある大国になるだろうと。ステークホルダーという議論をよくやっていました。それ

が、オバマ時代の8年間。今日はそれは間違いであったと。中国は何ら国際的にルールを守って、協

力的なプレイヤーとしてやるということはなかった。引き続き共産主義体制であると。これはもう

変わらないのです。それ以上に今起きていることは、中国がアメリカから技術を盗んでいくことで

す。「盗んで」というのが一つのキーワードです。知的財産権の保護をきちんとやっていないと、

また中国に出ていったアメリカの企業に「全部技術を開示しろ」と要求される。そして、中国の企

業がアメリカの企業を買いに来ている。結果として、どんどん技術を盗んでいく。その上で、それ

にぼんと補助金を付ける。もう一つのキーワードは「産業補助金」です。日本も随分言われました。

産業政策という時代があり、日本が少しは強かったころによく言われた懐かしい言葉です。今回中

国はもっと本格的に補助金を付けて、その上でさらに「国営企業だ。うんぬん」という。だから、

補助金を付けるのをやめさせ、国営企業についてもっと改革をしろというのがアメリカの本丸です。

もちろん知的財産権の保護というのはありますが、今回は知財については、「中国はここをやって

いますよ」というぐらいで少しお茶を濁している。本丸である補助金うんぬんについては、全然手

が付かなかった。それを守るために習近平氏は、仕方がないという格好で2000億ドルの輸入増も含

めた今回の合意に達したということです。 
 これから何が起きるかというと、引き続き米中の対立構造が続いていく。より激化していくかも

しれない。一つの鍵になるのは、今までのことは単なる経済だったのが、経済でのやり取りという

のが貿易であれ投資であれ、それが安全保障の問題になっている。だから、安全保障条項を引いて、

関税を引き上げているわけです。それはまさに安全保障上の問題だと。そしてファーウェイがその

代表選手になっています。まさに中国が技術を盗んで、ファーウェイがそれを盗んできて、あるい

はそこに大きな金を付けて、随分強い力になっている。第5世代における競争は完全に負けるのでは
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ないか。今止めなければいけないと。そういう意味でいうと、産業の今後の行方を決するのがまさ

にこのハイテクでの争いであり、それは国防とも関係する。まさにインターネットは国防省からの

研究で出ているわけですが、国防にとっても大変な脅威であると。ですから、完全に安全保障と経

済が結び付いているというのが今の状況だろうと思います。また、アジアにおいてはアメリカと中

国の対立構造というのは今後も続いていくだろうと思います。 

 そういう中、日本はどう考えたらいいのか。どちらに付くのか。アメリカに付くに決まっている

ということはあるのですが。今ドイツが大変難しい状況に置かれているのです。それはドイツの5G

のネットワークにファーウェイを入れるかどうかです。これについては、アメリカは当然安全保障

上問題なのだから、ドイツに「入れるな」と非常にあからさまに言っています。他方、中国は「分

かってるだろうな」と言うわけです。つまり、「おまえのところの」という言い方でやっています

が、ドイツの車、フォルクスワーゲンにしてもメルセデスについても、まさに「中国でもうけてる

よね。分かってるよね」ということを言われていて、この2カ月ぐらいの間で、ドイツがどちらの方

に決定をするのか。今、そういう状況にあるようです。 
 それから、それも含めてのアメリカとEUとの貿易関係です。今年もまた、少しがたがたする状況

があり得ると思います。その中では自動車関税というのは、「これはさすがにトランプ大統領でも

やらないだろうな」とみんな思っているのですが、あの人を金曜日の夜に一人にすると何をするか

分からないというところがあって、「油断できないよね」という話があります。 

 それで元に戻して、アジアにおいてですが、日中関係は日本はどうしたらいいのかということで

す。日中関係については、非常に珍しいことが今起きています。去年の6月に習近平氏が日本に来て、

安倍首相と話をして、今年の桜のころに国賓として日本に来るという話を基本的に合意したのです。

今それは日本の国内では、「いろいろな問題を抱えているあの習近平さんを国賓として日本に招く

ということで本当にいいのか？」という議論が、時々新聞を見るとそういう報道も出ています。 
 われわれはどうしたらいいのかをちょっと考えた方がいいと思うのです。国賓として招くかどう

かというのが一つです。また、報道によると、第5の文書をつくるのかどうかと。「日本は慎重に事

を運んだ方がいい。そんな文書づくりなんかしない方がいい」という考え方が政府部内では随分言

われているという報道もあります。これは全部報道ベースで申し上げていますが、私は見ました。

私自身はどう考えるかということです。日中首脳会談があると、中国側は「日中韓では四つの基本

文書がある」と言うのです。そういうのがあると、私が首脳会談に出ていたときも、首相などがご

覧になって「おい、四つの文書って何だ」という話です。日本側はあまり四つの文書などは気にし

ない、というか、頭にないのですが、向こうは割ときっちりと、それこそ理論的にとか積み重ねと

か、今までの約束事はそれはそれなりに重視するのです。 

 四つの基本文書というのはご承知だと思いますが、第1が1972年、田中・周恩来のときの日中共同

声明、二つ目が1978年の日中平和友好条約、第3は1998年に江沢民国家主席が訪日したときの日中共

同声明、そして第4が2008年に胡錦濤国家主席来日時につくった文書です。それで今度、第5の文書

をつくるかどうかということです。皆さんはどう判断されるか。このごろ講演などに行って、この

間も数百人いましたが、ちょっと聞いてみたのです。「中国を信用できますか」あるいは「中国を

信用できませんか」という問いかけをしたら、見事100人が100人「信用できない」なのです。中国

は信用できないが今日本国民の中では、何か全会一致みたいなムードがあるのです。「信用できな

いからそんな文書をつくらない方がいい」「信用できない。そんな国の国家主席を国賓として招く

のか」というのが、中国に厳しいタカ派、保守派というのですか、言い方はよく分かりませんが、
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そういう方々を中心にあるようです。 
 私自身は、それは全く違うと思います。外交をやってきた人間としては「こんなチャンスはない」

と思うのです。今はむしろ中国が日本にアプローチしてきているのです。どちらかがいろいろなこ

とを要求する・求めるというのがありますが、今回の場合には明らかに日本との関係をより協力的

なものに進めたいというのは中国側の思いなのです。それには理由があります。日本を好きだから

とか、日中友好関係のためというわけではない。いつまでも続くか分からない。これもそうです。

ただ「今としては必要だよね」と。これは彼ら相当トップ、首脳陣、首脳部の間で議論をして「や

っていこう」と決めた大政策なのです。もちろんその背景には米中関係が厳しい。だから日本と関

係を良好にしたらいいのかどうか、どのぐらいの影響があるのかどうか、その辺の議論はあると思

います。もう一つは中国経済です。経済の動向が決定的に6％を切っていくとなったときにどうする

のだというのは、今中国の共産党本部としては一番悩んでいるところです。だからこそ、相当、い

ろいろな格好で目配りをしないといけない。そういう中で、日本との関係を今はちょっと良好にし

ていこうというのが彼らの決定だったと思います。そうであれば、日本にとってこれほどいいチャ

ンスはない。というのは、われわれの側からいろいろな格好で要求ができるからです。招待すれば

です。原案というのは日本側がつくります。第5の文書であれば、私ならば目いっぱい書いて出しま

す。「さあ、これどうだ」と。もちろん、その前に国賓として招いた方がいいのかどうかというと

ころがありますが。唯一、少し留保しておかなければいけないことは香港です。これから訪日まで

の間に、この間の台湾のことを含めて香港で何があるか。デモがもっと過激になる可能性があって、

それを抑えにかかり、死者が出るというようなことになると、果たしてそのまま訪日という格好に

つながるのかどうか。ですから、われわれは「そういうことは駄目ですよ」ということを事前に言

っておかなければならないと思いますが。その上で、来るときには第5文書をつくる。それこそが日

本の外交にとっては滅多にない、非常に外交的には有利な状況にある。何ができるかは分かりませ

ん。 
 ただ、ここで一つだけ強調しておきたいのは、2008年の日中東シナ海油ガス田共同開発について

の合意です。2003年から私はずっと交渉をしていたのですが、東シナ海についての共同開発の合意

を日本と中国との間で2008年の6月に公表しています。外務省のホームページにもあります。それは

何かというと、国連海洋法条約を盾にして、中国は従来から、「海域をどうやって決めるのだ」と

いったときに、国連海洋法条約で350海里まで大陸棚延伸しているときには主張できると。沖縄トラ

フという沖縄のほぼ西側まで、とあそこで深くなっていますから、それまでが大陸棚であると。だ

から全部自分たちが主張できると、こう言っていました。南シナ海については彼らは「明の時代か

らあれはうちの海だ。国際的に何といわれようと、知ったことではない」と、ずっと突っぱねてい

るわけです。ですからフィリピンとの紛争で、仲裁条約に基づいて、あの仲裁裁判所が決めて「こ

んなのは駄目だよ」と言ったときも「全くああいうのは紙くずだ。明の時代から自分たちの海であ

る」と言っていた。これに対して、東シナ海はどういうかというと、さすがにそうはいわなくて、

国連海洋法条約をベースにして大陸棚の延伸議論できているのです。そして、沖縄トラフというか、

沖縄までほぼ自分たちの海であると。それに対してわれわれは、「よく国連海洋法条約を読んでみ

ろ。読めば、二つの国が向き合っているときには話し合って決めなさいと書いてある。そうであれ

ば、大体は中間線だよね、どの国でも。例えば中国とベトナムで決めた水域においても中間線でや

っていますよね」というようなことを言って、この議論は大体5分で終わっていたのです。2003年か

ら毎年。それが、2008年の6月に動いたのです。実は2007年の12月に福田総理が訪中するときに一気
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に動いたのです。元々案としてはわれわれも言っていたのですが、東シナ海の北の方の小さな水域

で「共同開発をしよう」と合意したのです。その共同開発の合意した水域の中を中間線が走ってい

るのです。だから、法律家からご覧になるとよく分かると思うのですが、それは日本が主張してき

た中間線をベースにして東シナ海の水域を確定しようと。もちろん東シナ海の南には尖閣がありま

す。「尖閣があるから駄目ではないですか」ということはありますが、尖閣があってもそういう合

意をしたということなのです。かつ、それは2008年の5月の、胡錦濤国家主席が来たときの日中の第

4の文書においては、「東シナ海を平和と友好・協力の海にする」とされている。「何が本当かな？」

という話なのですが、そうあるのです。だから、それの第一歩としての共同開発なのです。 
 これが合意できたのですが、その後、条約にはなっていないのです。私は、条約というのは役所

的な話で、それは課長さんがやればいいというぐらいのイメージなので、次官同士の間で話し合っ

て、私と王毅さんでやったのですが、まとまりました。あとは「ペーパーワークをしなさいよね」

ということです。ただ、ペーパーワークをやること自身、条約をすること自身が、非常に政治的な

意味合いがあって、中国の中では随分不評だったのです。人民解放軍がすごく外交部を怒るのです。

「なぜこんなに日本に譲ったのだ」と。それはそうですよね。何となく東シナ海全部、沖縄の近く

まで「自分の海だ」と言っていたのが半分になり得るわけですから。それで「ちょっと待った」と

いうことになったのです。その間の日中の首脳会談では、「あれは合意である」と。しかし「ちょ

っと待ってくれ」と。条約交渉を待ってくれというので何年か続いていて、ようやくやろうとした

ら2010年の10月には、ご記憶かどうか分かりませんが、漁船が海上保安庁の船にぼーんとぶつかっ

てきた事件がありました。あれも、まさに私から言わせれば「つぶしに来たな」というタイミング

だったのです。条約化交渉をつぶしに来たと。その後、国有化の問題とかいろいろあって、何もう

まくいかなくなって、かつ、その後に習近平体制になった。すると、その後、日中首脳会談は全然

開かれなくて、「せっかくの合意だったけれども、もう駄目かな」と思っていました。 
 この2年間、実は日中首脳会談は3回開かれているのです。第1回目はお互いに全然笑顔も何もなか

ったのですが、2回、3回と笑顔はなかったときでも、この3回をよくよく読んでみると、2008年の東

シナ海に関する共同開発を合意として確認して、必要な協議をやりましょうというのが合意の内容

なのです。つまり、中国としては、東シナ海、日本との関係では「まあ半分で割っていこう。海を

折半しよう」という意味合いを込めている。それだけの大きな決定を彼らがしてやったということ

はもう間違いないと思うのです。2008年のあれを合意として確認すると。残念ながら日本の新聞を

読むと、それは日中首脳会談の後の1行にしか書いてないのです。「東シナ海問題、ガス田のことに

ついては継続協議になった」と。だから、何のことか全然分からない。何の意味合いか全く分から

ない。また、読者からしても「何も伝わってこない」ということです。 

 問題はこれからなのですが、私から言わせれば、今年の春に習近平国家主席が来るのであれば、

そこまでに条約にしろというぐらいの勢いでやってほしい。そのぐらいの勢いで、少なくとも第5

の文書についてはきちんと日本の主張を書き込む。こんないいチャンスはないと私は思います。 
 もう一つは韓国との関係があります。これをどういうふうに考えた方がいいのか。これはもうご

案内のとおりです。もう何をか言わんやで、「韓国側が言っているのはおかしい。大体徴用工の問

題などというのも全部解決済みではないか」と。これはこれで僕はいいと思うのです。1965年の日

韓基本条約。請求権に関する協定があって、あそこできちんと処理されているということで、突っ

ぱねるというか、日本としてきちんとした姿勢を取っておけばいいと思います。 
 ただ、では韓国といつまでもけんかしておいた方がいいのかどうかという問題、もう一つは、韓
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国がどうしてあれほどしつこいというか、いろいろ嫌な人たちなんだなという雰囲気がある。テレ

ビ局の人に申し訳ないが、行くと「韓国問題をやろう」と言うのですが、私は「そんなのは嫌だ」

と言って帰ってくるときもありました。韓国のことをやって、韓国のことを批判すると視聴率が上

がると。困ったもので、「それは日本人のみんながそう期待しているからだ」と言うのです。 
 1965年の日韓基本条約締結はそのとおりなのですが、韓国は、あれでうまくいかないから日本が

輸出管理を強化したと。これは日本政府も「そのようなことはなかった」と言っています。「それ

はたまたまタイミングであって、今まで韓国がきちんとした輸出管理体制を取っていないからこう

いう対応をするのだ」と。向こうはそのタイミングがあったので、「まさに徴用工の問題で問題に

なっているときに、こういうふうになったから」というふうに受け止めていますが。それでGSOMIA

の問題にきたと。ここはですから、元に戻せばいいのです。ちゃんと日韓の間で話し合いをして、

本当にきちんとした輸出管理体制が取れているかどうか。今こういう問題があるよねと。ようやく

この話し合いが開始されたわけで、僕はあれは非常によかったと思います。あれを積み重ねていけ

ば、基本的に韓国側がきちんとしたリスク管理体制を取ることが確認できれば、それは元に戻りま

すということで、相当問題が解決する。その上で日韓関係を進めていく。そういう意味で日韓関係

が少しは前へ進むと思います。 
 ただ、無理やり、いろいろな格好で徴用工についても解決をしようというと無理があります。大

法院の判決に何が書いてあるかというと、植民地支配というのは不法なものだった、違法である。

だからその違法行為に対して慰謝料を払えと。それが大法院判決なのです。そうであれば、1対1対1
とか何か訳の分からない案で、韓国の企業と韓国政府と日本企業がお金を出すとか。韓国側が出し

て、韓国側の被害者が満足するはずはない。これは慰安婦のときと似たような話で、彼らがどう判

断するかということになっている。絶対に反対すると、もう見えているわけです。だから、そこは

きちんとそのようなことはあまり無理をしないで「65年」と言っておく。ただ「どうしても現金化

をされると困る」ということはちゃんと言って、そういうことができないような格好で日本と韓国

との関係を進めていくというのが、私は正しい方向だろうと思うのです。 

 もう一つだけ言えば、なぜ彼らがしつこいか。「大体おかしい。あんないつまでも」というのが、

今、韓国に対する多くの日本人の思いだと思います。それから、1910年の日韓併合条約が合法か違

法かという議論。実は、これは1965年にもあったのです。65年に日本は「当然合法ですよ」と言い、

向こうは「違法だ」と言う。それで結果は、まとめるための算段というか、役人的な知恵で、「も

はや無効である」ということで、無効だったか有効だったかよく分からない格好で処理をしたとい

うことです。今の政権からいうと、保守派対、今の革新派というか、保守派は「朴正煕政権がいか

んのだ。だからそこでまとめたそういう協定は大体おかしいのだ」ということを言いたいのです。

われわれとしては一つだけ頭に入れておかなければいけないのは、確かに1910年日韓併合条約が有

効であったかどうかと。今さら議論をしても仕方がない話ではあるのですが、実は1910年のときに

は韓国にはもう外交権がなかった。1905年のときに日韓第2次協商で日本は外交権を韓国から取って

いるのです。それが1905年なのです。伊藤博文が出ていって。それで、そのときに嫌々サインした5
人の閣僚を「乙巳五賊」と、今でも韓国で言われています。その人たちの財産が2000年代に入って、

そうやっていろいろな格好でその後日本と協力してためたお金は全部没収をすると。これは2000年
代に入ってやっているのです。法律ができて。それぐらい、韓国の中での戦い、韓国の中での民主

化革命みたいなものです。「こちらにそれを持ってきても駄目だよ」というのはあるのですが、た

だ、一応その辺は少しだけ日本人も頭の中に入れておくといい。もちろん、こちらの都合でいいこ
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ともやってあげたという人も結構いるのですが、植民地化時代に。だから、植民地かどうかという

もの「あんなイギリスがやったような悪いことではないよね」と日本人の中にあると思います。要

は、韓国側の中でどういうふうに受け止められているかということについては、少し思いをいたす

必要があるのではないかと思います。 
 そこで、もう少し幅広い、「アジアにおけるビジネスと法」と少し関係する話を別の観点から申

し上げたいと思います。私自身は、実は幾つかのことで日本とアジアとの協定、条約とかいろいろ

なことで協力したり、話をしたり、交渉したことがあります。一つはTACの条約です。これは東南

アジア友好協力条約という、1976年にASEANをつくるために彼らでつくった条約です。ASEANの

発足のためのような条約ですが、それを2002年に開放するのです。「域外の国、どうぞ入ってくだ

さい」と。日本は初め、「嫌だ」というか、「入って何の意味があるのか」と。大体、「そんなと

ころに日本が入って何の意味があるか」と言ったときに、中国がさっと入るのです。私は担当の局

長だったのですが、ASEANとの会合にめったに行けなくて、1回行った方がいいよと言われて行き

ました。そうしたら、分かったのです。「入れば何の問題もないよ。入らないと、中国がやってい

るのに、日本はASEANを軽視している」と。日本とASEANとの関係というのは、そういう意味で

はすごくASEANの国々というのはウェットなのです。僕が行っただけで、随分喜ばれました。私は

局長です。相手は10カ国の次官ですが、「よく来てくれた」と言うわけです。向こうも、僕は6者協

議とか何かやっていましたから、「こいつは忙しいのによく来てくれた」ということで喜んで迎え

てくれたのです。かつ、それはその数カ月後にはASEANで初めて域外においてASEANの首脳会合

をやる。日ASEAN特別首脳会合というのを2003年の11月にやる。小泉首相のときです。ASEANの

思いというのがあるのです。「俺たちが域外に出ていく。そのときにはまず日本だよね」と言った

にも関わらず、日本が四の五の言って、条約に加わらないというのを聞いて「これはいかんな。入

ろう」と決めて、省内はみんな反対していましたが、「自分が責任者だ」と何か訳の分からない議

論で押し切って入ったことを覚えています。 
 やはり、われわれとしてはASEANを常にケアしていく、大事にしていく。ASEANは日本がアジ

アと関わりを持つ中で極めて大きな財産だと思います。われわれが1978年から、時の福田総理が新

たなASEAN外交ということで「Heart to Heart（心と心の外交）」と言い、それ以来非常にASEAN

の経済発展に人づくりなどで協力してきたのです。ですから、今、ASEANの国々の中では日本に対

する信頼は非常に高いのです。感謝しているのです。 
 ところが、ここ数年間は大きな違いがあります。ASEANの中で2013年と2017年ぐらいで、世論調

査を外務省がしました。「一つの国を挙げなさい」ということで、初めは日本は33％で、圧倒的に

日本が1番でした。その次にアメリカか何かがあり、中国が5％でした。33対5だったのです。それが

2017年には、日本は23％、中国は15％、アメリカが確か14％という感じです。かなり迫ってきてい

る。しかし、やはり今でも日本を一番信頼しているというのがASEANの国々なのです。これはやは

り大事にしていく。ただ、彼らは「日本と中国がけんかしている。『どちらに付くのだ』というこ

とだけはやめてくれ」と言うのです。それは「心は日本にあります」と。「our hearts go to the Japan」
と言うのです。「心だけあっても駄目だな」という話なのですが。それで、貿易相手としても、あ

るいは大国が怖いと。一番いいのは日本と中国が一定の協力関係を結んで、その上で中国をチェッ

クしてほしいと。法を守るように、ルールを守るようにチェックしてほしいと。それがASEANの思

いなのです。だからそういう意味でいうと、今まさにいいチャンスが来ているのです。 
 ASEAN+3という言葉がありました。ASEANと日中韓の協力関係です。これは、ずっと日本が主
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導してきたのです。日本はASEAN+3のリーダーだったのです。これはまさに私は担当でやっていま

したが、思いとしては日本がリードしていると。それがまさにASEANと+3の間での自由貿易協定と。

私自身も、そういう協定のずっと交渉をしました。 
 今、RCEPという交渉があります。これはもう少し広げて、ASEAN+3にオーストラリア、ニュー

ジーランドとインドを含めたのです。東アジアサミットという格好にもなりました。そこの間での

自由貿易協定です。それで今インドがうまくいきません。インドがいろいろと四の五の言って、「入

る？ 入らない？」「入らない」ということで、日本にとってみれば、やはり民主主義国家である

インド。中国とのカウンターバランスとしてのインド。「これがないと困るよね」とか、あるいは

「中国が主導する体制になると困るよね」とか、いろいろな思いがそこにあることは間違いないの

です。私もインドが入った方がいいと思いますが、実際にやってみるとインドが入るとなかなか大

変です。日ASEANでやっていたとき、あるいはASEAN+3でやっていたときと比べると、時間が倍

以上かかるのです。というのは、インド人がずっとしゃべっていて終わらないからです。それはそ

れとして、常にオープンにしておく。「インド、入ってください」と。その中で、僕はインド抜き

のRCEPをまずスタートしたらどうかと思います。やはり日本がもっとこの地域で、まさにアジアに

おけるビジネスあるいは法律ということでいうと、その基礎になり得る。それはどこまで高いレベ

ルの自由貿易あるいは新たないろいろな貿易環境に即したようなルールができるかどうかですが、

今、結構いいものが出来上がっている。まずは、それをやろうではないか。それが一つの大きな意

味での基盤になるのではないかと思うので、ぜひお話をしておきたいと思います。 
 最後になりますが、人の移動です。実は日本とインドネシア、日本とフィリピンとか、自由貿易

協定、経済連携協定を交渉してまとめた、私は責任者だったのですが、向こう側から言われたのは

人の移動、「介護士について入れてくれ」と。それで私は大失敗しました。当時の厚生労働省と話

をしていて、受け入れは「単純労働者は駄目だ。プロフェッショナルでなければ駄目だ」と。それ

で結果的に無理やりつくってくれたのが、「介護福祉士であればいい」ということだったのです。

僕は「第一歩で、あれでいいかな」と思っていたのですが、ミスマッチが起こった。それは、イン

ドネシアなりフィリピンで大学を卒業しているプロフェッショナルで、介護の経験がある人が日本

へ来ることを認める。そして3年間やってみて、介護福祉士の試験を受けて、通ればそのままいてい

いという制度ですが、やっている3年間というのはまさに介護の現場で働くわけです。相手は大学出

のエリートです。インドネシアであれ、フィリピンであれ。だから無理やりああいうのをつくった

のは僕は失敗だったなと思うのです。今ベトナムでは「やはり韓国の方がいいのではないか。日本

に本当は行きたいけれども、日本に行くとひどい目にあう」という話が伝わっているわけです。何

人もの人が自殺をしています。だから、外国人労働者を受け入れるのであれば、もう少しまともな

体制をつくる。これからのアジアの中でいろいろな法律面・ビジネス面でのことでありますが、実

際の友好関係を含めていえば、そういう体制をつくる。この間、法律が改正されましたが、あれで

うまくいくとは必ずしも思っていないということを申し上げて、ぜひ問題提起をさせていただけれ

ばと思います。 
 私などがこのような偉そうなことを申し上げて本当に申し訳ありません。ただ、せっかくの機会

を頂いたので、いろいろと思いを申し上げました。どうもありがとうございました。 
 

（司会） 藪中様、どうもありがとうございました。面白かったですね。対中関係に始まって、日

中関係、日韓関係、アジアにおける日本の立ち位置を考える大きなヒントを頂けたのではないかと
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思います。 
 それでは、この後、パネルディスカッションに移らせていただきますが、少し休憩を取らせてい

たただきます。 
 

パネルディスカッション 

「アジアにおけるビジネスと法」 
パネリスト  佐藤 勝  （内閣官房内閣参事官） 

磯井 美葉 （JICA 国際協力専門員） 
渡邉 奈緒美（イオン株式会社 法務部国際法務グループマネージャー） 

モデレーター 鈴木 五十三（元ローエイシア会長） 
 

（司会） それでは、後半のパネルディスカッションに移らせていただきます。テーマは「アジア

におけるビジネスと法」です。パネルディスカッションのモデレーターは、アジアビジネスローフ

ォーラムの設立発起人でもある鈴木五十三 元ローエイシア会長が務めます。 

 パネラーの皆さんをご紹介させていただきます。内閣官房内閣参事官の佐藤勝様、JICAの国際協

力専門員の磯井美葉様、イオン株式会社法務部国際法務グループの渡邉奈緒美様。それぞれのお立

場から、アジアにおけるビジネスと法についてお話を頂いた後に、パネルディスカッションを行わ

せていただきます。それでは鈴木先生、お願いいたします。 
 

（鈴木） どうもありがとうございます。冒頭、小杉会長から挨拶をいただきましたが、寺田前長

官、藪中先生からも大変に貴重なお話を頂いて、発足にふさわしい、大変刺激的で力強いエールを

頂いたと思っています。発足後初めてになりますが、このパネルディスカッションを進めさせてい

ただきます。「アジアにおけるビジネスと法」をパネルテーマにして、初めに佐藤内閣官房内閣参

事官から「経協インフラ戦略会議とインフラ分野における今後の戦略と課題」ということで、国か

ら見たインフラ戦略に占めるビジネスと法についてお話しいただきます。 
 次に磯井美葉弁護士、JICAの国際協力専門員から「ODAによる法整備支援」ということで、これ

まで培われてきたこととともにこれからの法整備支援について、皆さんとこれらを共有していきた

いと思います。 
 三つ目が渡邉イオン株式会社国際法務マネージャーに「アジアの進出子会社の管理と法務支援」

ということで、企業法務の観点からのお話をいただきます。 
 最後に時間がありましたら、私の方でお三方のまとめと、それに関連するアジアでの動向をお伝

えし、その後、フロアの方々との意見交換ができればと思っていますので、よろしくお願いします。 
 それでは、佐藤参事官、始めていただければと思います。 

 
｢経協インフラ戦略会議｣とインフラ分野における今後の戦略と課題 
佐藤 勝（内閣官房内閣参事官） 

 私は元々、外務省出身です。今日はアジアということですが、1994～1996年にベトナムの日本大

使館、2007～2009年までインドネシアの大使館で政治部長として勤務していました。当時、ベトナ

ムはドイモイ（刷新）ということで、日本の明治維新から学びたいという話を外務次官などから直

接聞いたりしました。今日のフォーラムはそういう意味では法制度整備支援などというお話も出て
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くるかと思います。 
 私の今の立場は経協インフラ戦略会議を担当しています。これは菅官房長官がヘッドでODAの関

係省庁や経済官庁からなる閣僚会議で、2013年の安倍第2次政権発足以来44回、毎年5～6回、やって

います。これはアベノミクス、成長戦略の中で、少子・高齢化などで国内市場が伸び悩む中、海外

で日本企業のインフラ海外展開を進めていこうと。ODAもあれば、それ以外の民間の案件、あるい

はJBICやNEXIなどいろいろと公的ファイナンスがありますが、そういうものをしっかり使っていこ

うということでやってきています。その投資はまさにアジア、インド太平洋、アフリカ大陸など、

現在あるいは将来の成長センターであるこうした地域でしっかりビジネスを取っていこうというこ

とです。 

 海外インフラ展開は当初、インフラ輸出戦略を7年前の2013年につくり、輸出だけではないという

ことで海外展開という言葉を使ってきていますが、KPI（政策目標）として2020年は、日本企業の

受注額30兆円を目指して全力で取り組んできています。最新のデータでは2017年で23兆円というこ

とで、何とか拡大基調は維持していて、われわれの部屋では全力で2020年の目標達成に向けて頑張

っているところです。 

 その中で30兆円という目標以外に、アジアも含めて各国の首脳と会談をされる際に総理からトッ

プセールスをして頂くということも行っています。日本のインフラはこんなに性能がよくて、長持

ちする。後で「質の高いインフラ」という原則が出てきますが、インフラを提供する側と使う側双

方にとってWin-Winであるということをやっていただく。例えば2017年は総理に30回のトップセー

ルスを首脳会談などを使ってやりました。最近ではロシアのハバロフスク空港の運営権を日本の企

業が受注したということもありました。 
 「経協」は「経済協力」の略で、「経協インフラ戦略会議」といいますが、これまで計44回開催

しています。アジア、ミャンマーやASEANなどに総理が訪問する際に、事前に外務省が中心になっ

てその訪問の際の目標や意義を議論してみようということで、いろいろと準備してもらい、閣僚会

議でどういう戦略を打ち出していくか議論してきました。その後はアジアという地域以外にも、電

力や水、道路など、さまざまなセクター毎の戦略を霞ヶ関の各省庁につくってもらう。そこはみん

なで議論するということをやってきています。非常に活発な議論が行われていて、最近では東南ア

ジアでもスマートシティの試みが進んでいますが、どうやれば日本がこうしたスマートシティ造り

で貢献していけるかなど新しいテーマも取り上げています。 
 7年間、この戦略をやってきたわけですが、インフラ市場を巡る環境も時代と共に本当にめまぐる

しく変わってきています。内閣官房では昨年の夏から多くの企業にヒアリングを行い、アジアを含

めてインフラ市場がどのように変化してきているのかを分析しました。 

 一つ目は、旺盛なインフラ需要は引き続きあるけれども、アジアのそれぞれの地域毎にニーズが

違う。日本でいい物をつくっていても、現地に持って行って、そのままのスペックで売ってもうま

くいかない。ニーズに対応したインフラを提供できる能力が必要である。 
 二つ目は市場競争の激化です。中国や韓国、新興国のキャッチアップがものすごく進んでいます。

日本はいい物をつくりましたが、どんどん同じものを安くつくれる企業が増えています。あるいは

合従連衡によって中国もどんどん企業が統合され、規模の経済、経験の経済、情報の経済を活用し

ているが、日本企業もそれに対応していかなくてはいけない。 

 三つ目には、SDGsなど地球規模課題があります。2015年に国連において国際目標ができました。

また、DX（Digital Transformation）が世界的に非常に進んでいる。GAFAや日本もSociety5.0という
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試みにも取り組んでいますが、そういうところをどのように海外に展開していくのか。 
 四つ目は地政学リスクへの対応です。これは一言でまとめていますが、国際関係が複雑化してい

ることにどのように国として対応していくのか。米中の問題やイギリスのEU離脱、あるいは中国の

一帯一路というアプローチにどのように向き合っていくのか。こういうことも課題として出てきて

います。 

 さらに、ハード系のインフラ以外にも、いろいろなインフラ展開の布石となる人づくりや法律、

あるいは日本のいろいろな法律ができても魂が入らないといけませんので、そういうノウハウをど

のように展開していくかインフラ類型ごとに考えていく必要があります。 
 一つ目の類型は、基本的にインフラ製品を売りきっておしまいというものです。また、建物を現

地に立てて、完工して何年か瑕疵担保の期間が終わったら客先との関係がおしまいというものです。 
 二つ目は中長期的にコミットしていくパターンです。現地で立てた工場を支援していくとか、電

力プラントを運営、メンテナンスしていくような場合です。そうすると、客先との付き合いが長期

になるので法律紛争も増えてくると思います。 
 今はこの一つ目のパターンから、二つ目のパターンへの移行が進んでいる世の中になっています

ので、お客さまと常に現地で付き合い続ける。それに基づいて、いろいろな紛争が出てくるという

構図になっています。 
 あとは都市開発です。今日はイオンさんが来ておられますが、現地で住宅や工業団地を整備した

り、複数のインフラを複合的に整備するというような場合に、相手国の土地利用制度、例えば30年
間その土地を借りた後の権利関係が曖昧である。そういうところで政府がしっかりサポートして、

相手国政府に掛け合って交渉してほしいという要望として民間企業からは出てきています。 
 最近1～2年の経協インフラ戦略会議で取り上げたテーマですが、基本的に目的は一つで、いかに

インフラを提供する日本企業の競争力を維持・向上させていけるか、あるいは競合相手と差別化し

ていくかということです。その一つの回答が、自分にないものを持っているパートナーと組んでい

く第三国連携です。これにはいろいろな意味があります。現地で事情が分からないときに、現地政

府との交渉など現地の事情を知っている信頼できる現地パートナーを何とか見つける必要がある。

そういう時に政府が人脈ネットワークを使ってお手伝いをする。あるいは、もう少し高次のレベル

では、例えば日本とインド企業が連携してアフリカ市場に進出する。あるいは日中企業が連携して、

東南アジア市場を協力する例がある。そういう場合に、われわれとして守るべきインフラ提供のス

タンダードというものがありますので、そこをちゃんとチェックしながら、相手をしっかり選んで

連携していくという話です。 
 もう一つは長期的なコミットメント、製品を売っておしまい、あるいは建てて瑕疵担保が2年たっ

て撤退ということではなくて、現地でスーパーを運営したり、発電所を維持管理したり、インフラ

事業会社の経営に参画したりするということで、法的な問題が増えてくることがあろうかと思いま

す。 
 今申し上げたハードインフラ以外にソフトインフラも、これからますます重要となります。これ

までインド・太平洋地域において日本がある意味、戦後、雁行の先頭を走ってきたわけですが、こ

れからは中国とは資金量では太刀打ちできない状況が現実としてあります。そういう中で、量も大

事ですが、これから質で勝負していくためには日本の法制度、人材育成、運営ノウハウなどが大事

になっていくと思います。既に戦後日本は戦後賠償から始まって、人材育成ということで法制度整

備支援を進めてきています。この点についてはJICAの磯井先生がおられるので、詳細はお譲りした
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いと思います。 
 あと毛色が違った話として、これは日本企業があまり強い分野ではなかったのですが、これから

は物を売る、製造業だけでは勝てない場合には、やはりアイデアで勝負していく世の中になってい

くのではないかと。ESGなど環境の新しいルールができつつあります。例えば、ヨーロッパの企業

などはEUの中で新しい規則を作り、それを満たさない製品は入れない状況ですが、一部米国企業な

どはそれに合致する製品を作って、それが現状では基準の緩いアメリカ国内でも売れるようにカリ

フォルニア州でロビー活動を行い、カリフォルニア州の州法を変えて、基準を厳格にし、他の日本

企業など環境基準を満たせない会社が入りにくい状況ができるということが起きる。逆に言うと、

ルールを新しく作ることで、ビジネス拡大に取り組むということが起きていて、日本もこういうル

ール形成でビジネス拡大に取り組んでいく必要があるのではないか。一つ、ベトナムの事例ですが、

日本のアモルファス変圧器というのは非常に省エネ効率が高いもので、これを粘り強くベトナム政

府に説明したところ、それが評価されて彼らの政府調達の基準として採用して頂きました。それが

ベトナム全土に採用され、今ではそれがラオスに展開する動きとなっています。これは州法ではな

いしISOでもないのですが、相手の調達基準という分野でも法律の専門家としての知見が生かすこ

とができるのではないかと思います。 
 もう一点、昨年米中両国を含むG20首脳が承認した質の高いインフラ投資原則があります。質が

高過ぎて高い物を売るというイメージをお持ちになる方もおられるかもしれませんが、これをブレ

ークダウンしていくと、相手国の雇用につながるかどうか、相手国への技術移転が伴うかどうか、

あるいはSDGsに貢献するかどうか、あるいはインフラ展開地域の連結性が強化されるかどうか、あ

るいは長い目で見て経済性が高いか、環境配慮、災害への強さはどうか、社会的弱者への配慮はな

されているか、債務の持続可能性は大丈夫かということもきちんと掲げた原則です。これは去年、

大阪で合意されたので、今年からは政府としては実践、普及していくフェーズに入っていくのでは

ないかと考えています。まずは人材育成が重要となります。JICAはアジアを含めて世界各地で人材

育成スキームを展開していますが、こういう取り組みから始めていきたいと考えています。 

 最後にスナップショット的に、われわれとして取り組んでいることをご報告させていただきたい

と思います。やはりインフラ転化に取り組む企業の皆さまにとっても裨益する取り組みとして、一

つは日本の法令制度を知ってもらう。いろいろとビジネスをする上で日本企業の方も日本の法令を

前提として相手と話をすると思いますが、いかに日本企業が公正・公平な法制度の下で、活動して

いるかということを認知してもらうことが必要だと思います。現在、内閣官房では法務省の主導に

よって、日本の主要法令の国際発信、英文化に取り組んでいます。 
 もう一つは国際仲裁の話です。JICAの円借款、無償資金協力等の資金協力文書の中に、日本商事

仲裁協会（JCAA）に言及しています。国際仲裁は国際取引での紛争解決のグローバルスタンダード

であり、インフラ整備としては不可欠な制度です。アジア各国は官民を挙げて、自分の国への積極

的な国際仲裁の呼び込みを行っています。利用件数も飛躍的に伸びているのですが、日本での利用

件数がまだ少ない。JCAAという組織がありますが、2017年度は17件です。他方、シンガポールの国

際仲裁センターが452件、香港の国際仲裁センターでは297件となっています。日本企業に取っても

紛争が起きたときに、海外ではなく日本でやった方のコスト面でのメリットも大きいと思います。

日本のODAスキームの中でも日本の国際仲裁を広めていきたいと考えています。 
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ＯＤＡによる法整備支援 

磯井 美葉（JICA 国際協力専門員） 

 私からは「ODAによる法整備支援」ということでご紹介致します。先ほどソフトインフラの整備

でもあるというご紹介を頂きました。私自身は弁護士ですが、現在はJICAで国際協力専門員という

アドバイザーの立場で業務をしており、法整備支援に常勤で関わって13年余りになります。その間

にモンゴルに2年、カンボジアに1年行き、本部でもいろいろな案件に関わらせていただいています。 
 JICAは国際協力機構、日本政府のODAを実施する独立行政法人で、ハードなインフラの整備もあ

りますし、医療・教育などさまざまな分野の案件を実施しています。いわゆる法整備支援に関して

は、1990年代の早い頃から途上国の法律づくりや制度改善、法律人材の育成などという支援を本格

的に開始しています。 
 スライド2は、現在までに取り組まれた案件を盛り込んだアジアの地図です。法整備支援の始まり

は、1990年代にソ連が崩壊して多くの国が市場経済化に向けて方向転換をしていた時代に、ベトナ

ムがその時の民法を市場経済に適したものに改正したいということで、当時のベトナムの司法大臣

から、日本の民法学者でおられる森嶌昭夫先生にご相談があったのがきっかけと言われています。

このときに民法の改正という支援を始めたわけですが、その後も民事分野、商事分野を中心として、

法整備支援、人材育成などを実施しています。これはまさにビジネス法の整備でもあると思ってい

ます。 

 もう少し、どういうことをしてきたかをご紹介すると、まず、民法の起草や改正を支援する案件

が幾つかの国にあります。皮切りはベトナムですが、そのお隣でちょうど虐殺と内戦から復興の途

上にあったカンボジアからも、ぜひ日本に支援してほしいという要望があり、その他にもラオス、

中国、そしてネパールも、内戦状態にあったところから復興して法改正をする中で、日本が他の国

に法整備支援として民法の支援をかなり行っているということをご覧になって、たって日本に要請

をしてこられたということです。 
 民法は民間の経済活動の土台になるもので、そういう基盤をつくる支援であったと思います。特

に社会主義国や旧社会主義国では、元々は財産も企業も国有ということで民間の経済活動はなかっ

たわけですが、そういう中に民間の経済活動を入れていく土台を作ったと言えると思います。 

 他に、民法に関連して、土地登記や担保法制なども対象にしてきています。これも経済活動や生

活の基礎になる財産権を正当に保障するための保障制度だと考えています。 
 土地に関しては、国によって所有権ではなく利用権という国もありますが、実体はかなり似てい

る部分があります。カンボジア、ベトナムなどでは登記法令の支援もしています。土地登記に関し

ては、こういう法整備支援でできた関係をもとに、法務省さんでも独自の予算で、例えばミャンマ

ーや東ティモールなど、幾つかの共同研究のプロジェクトをされています。 
 また、担保がきちんと設定され、実行されて金融が円滑に動くことも非常に重要だと思っていま

す。2015年に策定されたSDGsの中でも、財産権の保障や金融のアクセスの改善といったことがゴー

ル1やゴール8の中でうたわれています。スライド3に載せている写真は、左からカンボジアの民法、

カンボジアの登記簿の書式、ベトナムでの初期のセミナーの様子です。 

 この他に知的財産権や倒産法、競争法、労働法というようなさまざまな法令の整備、あるいは実

務改善の支援も行っています。これらは特に企業の経済活動を円滑にするための環境整備というこ

とができると思います。 
 知的財産権に関しては、ベトナム、インドネシアなどで長年にわたって、特許庁様にもご支援を
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頂き、特許商標の審査などの手続きを円滑にする支援とか、最近はさらに進んで、法務省や弁護士

の方々にもご協力を頂いて、裁判手続きに進んだ後の紛争手続きの改善や人材育成などを行ってい

ます。 
 この他、特に途上国では法令の整合性があまり保たれていないということもあって、そういうこ

とを向上する支援や、紛争の処理を改善する支援も重要と考えて、これまで幾つかの案件が行われ

てきました。 
 外国の企業の方々は、直接には途上国の裁判所や調停などをご利用されることは少なく、間接的

なものになるかとは思いますが、やはり、相手国の中の紛争処理、経済活動が円滑になれば多くの

メリットがあると思っています。ベトナム、カンボジア、ラオス、モンゴルなどで民事訴訟法の整

備や裁判実務の改善、調停制度の導入などの活動をしています。写真はミャンマーのごく最近の調

停セミナーと、インドネシアの知的財産権の判例集を載せています。 
 こういう活動をする中で、企業の皆さまからも、例えばカンボジアの法律が日本と似ていて分か

りやすいとか、法務省やJICAのWebサイト、特に法務省はこれまでの成果などが充実しているので

すが、こういう国々の法律に関する情報があって助かるというコメントも頂いています。現場のプ

ロジェクトやJICA本部に対しても、支援対象国の法制度に関するご質問を時々頂くことがあります。 
 また、ODAによる政府間援助ということで、相手国の政府の中枢にいる関係者の方たちと一緒に

やっていますので、そういう方々と日本企業の方々との意見交換の場を設け、接点を持っていただ

いています。途上国側からも、制度のユーザーである日本企業の方々のご意見は大変貴重で、法整

備支援における制度改善にも非常に有益なものと思います。 

 このようにこれまで日本がやってきた法整備支援は、どちらかというとベーシックな部分のもの

ではあるのですが、それは同時にビジネス環境の整備に向けたものでもあったと考えています。 

しかし、当初は特にあまりそういう面を前面に出していなかったところもあります。それは特に

ソ連崩壊直後の中欧、東欧などで、欧米がむしろビジネス的な動機で、競うように援助をやったこ

とに対する反省や、法整備支援は主権侵害にならないのかという批判があったりしたこともあって、

日本としてはあまり経済的な動機を持ってやっているように見られてはならないという意識で進め

てきたところがあります。しかし、権利保障や法の支配を進めることと、ビジネス環境の整備とい

うのは矛盾するものではなく、この分野における権利保障や法の支配ということも非常に大切だと

思いますし、それによって途上国の適切な経済発展が進められることになると思います。 
 特に2013年5月に法整備支援の基本方針の改定があって、重点として意識すべき項目の中に、それ

まで入っていなかった「日本企業の海外展開に有効な貿易投資環境の整備」が入りました。それま

では、ある国の法整備支援をするときに参考にするために、日本企業の方からご意見をお聞きする

と、「相手国に対して、日本の利益のためにやっていると誤解を招くようなことをみだりにしては

いけない」というお叱りを頂いたりするようなこともあったのですが、そこからすると、かなり雰

囲気が変わってきたと個人的には感じました。元々、ODAは税金を用いる事業でもあって、日本の

経済的な国益も追求しても良いのではないかということでこういうものが入ったのかと思います。 
 現場の方では賛否の議論もあったことはあったのですが、これまでやってきたことも、これから

やっていくことも、日本のみを優遇するのではなくて、全ての人にとってのビジネス環境の改善で

あり、途上国の経済成長も後押しするものとして、受け入れられていると思っています。 

 相手国の経済発展を目指すための要因として、ビジネスの発展も重要だと思いますが、他方で外

資や企業が搾取して儲かれば良いということでは長い目で見て持続性がないと思います。市民の基



- 23 - 

本的な権利の保障のための制度、あるいは法の運用を監視し、正当な権利を実現するための紛争処

理制度ということも、経済成長にとって非常に重要なものだと考えています。 

 これまでの日本の法整備支援の特徴をご紹介します。それは、法令や教材などの成果品ができる

ことだけではなく、現地の人材育成を非常に重要視してきたということです。つまり、日本が明治

維新以降に外から法制度を学びつつ、カスタマイズして試行錯誤を重ねてきたことが、今のグロー

バル化時代の途上国の状況ともシンクロするわけですが、当時の、ただ制度を輸入するのではなく、

カスタマイズをして、実際に運用する人材を作るという発想が、今の法整備支援にも通じていると

思います。 
 そして、実施体制にも、そういう考えの反映だと思うのですが、日本の国内の関係者が一体とな

って、さまざまな角度から連携して支援していることも、他の国際機関などと比べた日本の特徴だ

と思います。これまでJICAで行ってきた法整備支援は、法務省、日弁連、最高裁、今回の共催でも

ある国際民商事法センター、特許庁、公正取引委員会、多くの大学や先生方など、さまざまな国内

機関のご協力を頂いています。図のような形で現地に弁護士、法務省、裁判所からの人材を2年ほど

の任期で派遣し、国内ではその該当分野の研究者の先生方を中心にアドバイザリーグループを作っ

て支えていただいています。JICA事業はどの分野もこういう専門家の力をお借りするのですが、特

に法整備支援ではこういう国内機関の連携の強さが、他の先進国あるいは国際機関の支援と比べて

も、特徴的な部分ではないかと思います。それによって非常に高い効果と途上国の信頼を得ている

と思います。 
 特に、日本で行う研修は、本当にさまざまな国内の関係機関の方々にご協力を頂いています。国

際民商事法センターと法務省、日弁連などには、年間たくさんの研修を受け入れていただいていま

す。初期のころは国際民商事法センターの会員企業の方々も、研修の中で途上国から来られた方々

と協議に参加されたりしたとお聞きしています。最近はそういう研修そのものの議論の中に直接参

加していただくことは少なくなっているかもしれませんが、こういう政府間援助で相手国政府の中

枢にいる方々がたくさん来日しますので、適切なテーマがあるときには日本でセミナーや意見交換

会を、今でも時々させていただいています。最近ではラオスの民法をご紹介する機会や、インドネ

シアや中国の状況について意見交換をお願いした会がありました。こういう形でも、法整備支援の

成果を日本社会にも還元できればと思います。 
 また、日弁連でも弁護士会を対象にした研修や、司法アクセスをテーマにした研修を受け入れて

いただいています。今日はご来場の方々の中に弁護士の方も結構いらっしゃるとお聞きしたのです

が、弁護士会の活動としてそういうことに取り組んでいますので、もしご関心があったらぜひ私ま

でご一報ください。 

 途上国では弁護士がまだビジネスとして未発達なところがあり、結果として地位も弱いので、そ

の役割を十分に果たせていないということもあります。そういう途上国の弁護士と日本の弁護士が

関係をつくり、先方の能力強化をするとともに、日本とのビジネスでも窓口になってくれるような

人が育ってきてくれればと思います。 
 これまで基本的な法令や制度の支援が多かったのですが、今後はそういう法制度が実際に人々の

生活の中で良く機能していくことが求められていくと思います。SDGsの16が司法アクセスや実効的

な制度の構築を掲げています。また、ゴール8では持続可能な経済成長ということもあります。そう

いうことをより意識しつつ、相手国のニーズに合わせて案件を進めていくことになると思います。 
 一方で、四半世紀になるわけですが、若い人材も育っているものの、まだ現地では腐敗の問題も
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あり、またそれがビジネスの障壁になっているとも思います。こういうものは解決が非常に難しい

のですが、昨今よくある、国を超えた贈収賄の取り締まりや、消費者からの関心、ビジネスセクタ

ーからの力もお借りして、これまでの成果と連動しつつ進めていければと思っています。そういう

連携についてもこちらのフォーラムに期待したいと思っています。 
 私の報告は以上です。ありがとうございました。 

 
アジア進出子会社の管理と法務支援 

渡邉 奈緒美（イオン株式会社 法務部国際法務グループマネージャー） 

 私からは「アジア進出子会社の管理と法務支援」ということで、各国に子会社を進出させている

企業として、われわれのアジア展開についてお話しさせていただきます。 
 当社グループのアジア展開ですが、1985年にマレーシアのマハティール首相からお声掛けがあっ

た関係で、クアラルンプールに1号店を出店したのが最初と聞いています。その後、海外展開はタイ、

香港、中国と続いて、現在はアジアを中心に14カ国で展開しています。 
 事業は小売り事業の他、ショッピングセンターの運営、金融、アミューズメント、ファシリティ

マネジメント、プライベートブランド商品がありますので、これを各国ナイズした形で開発企画し

ている会社、物流相手に関するサポート企業等があります。 
 海外子会社の数は、現在68社となっています。子会社の大半がアジアに位置していますので、他

のグローバル企業に比べると子会社を管理しやすい環境のはずではあるのですが、業態にばらつき

がある関係で、また、日本において親子上場をしている子会社傘下の孫会社も多くあり、管理に当

たっては試行錯誤が続いています。例えば現在、武漢において発生しているコロナウイルスの関係

でも、業態が小売り事業、ショッピングセンター、アミューズメント、ファシリティマネジメント

とばらばらの業態で出店していますので、全く異なる対応をする必要もあって苦心しています。 
 今回、このような場で悩みを共有させていただき、ニーズの一部なりとも官・学の観点からサポ

ートを頂いたり、既に体制を構築されている他社の分野からもご支援を頂けたりすると心強いと思

っています。 
 子会社の管理という観点では、1985年の出店からつい最近まで、日本においても現在のようにコ

ーポレートガバナンスの議論が成熟しているような環境ではありませんでした。われわれの中でも

特に香港、マレーシア、タイにおいては上場していたこともあって、できているのであえて管理し

ないという、よくある話がしばらく続いていました。転機は先行した金融事業の進出展開を追いか

けるように、2011年ごろに小売り事業中心として中期経営計画でアジアシフトを掲げて、積極的か

つ大規模にアジアに進出を始めたころです。そのころは、子会社管理責任について日本でも議論も

だんだん成熟してきて、子会社管理責任があるというところについては明確になってきたと思って

います。われわれは手探りとはいえ、海外子会社への支援をそのころから開始し、事業としてのア

ジア進出から比べると管理部門としては大きく遅れを取ったという感は否めません。 
 われわれの現在のガバナンス体制は、子会社の管理に関するガバナンスの体制は二重のスリーデ

ィフェンスラインを採用して実行しています。しかし、昨年、孫会社において残念ながら会計不正

を発生させ、取締役会が機能不全に陥っていたり、それを是正するはずだったスリーディフェンス

ラインの一部が機能していなかったという反省も踏まえて、昨年は再発防止策を掲げています。該

当企業や上場親会社を超えて、広くグループ全体でこの問題に取り組む。各子会社にリスクマネジ

メント委員会の設置を義務付けるとともに、子会社全体のリスクを管理する持ち株会社のリスクマ
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ネジメント委員会による二重のリスクマネジメント体制を運用し、二度とグループ内で同様の事態

を発生させないように進捗管理を行っています。どうしても縦割りになりがちな当社グループです

ので、今回はあらゆるコンプレット部門が一堂に会して情報共有を行い、一つの目標に向かって進

捗管理を行って相互監視を行う態勢を取っています。不祥事の後始末ではあるのですが、結果とし

て飛躍的にガバナンスの在り方が向上するきっかけになればと思います。この対策は大変ではあり

ますが、可能な限り海外子会社も含めて適用させていく環境にあります。会社の機関に関する制度

や個人情報に関するルールの整備状況も含めて、各国がばらばらな中ではありますが、アジアの子

会社の管理を大きく1段階進める契機と考えています。 
 現在のわれわれの環境は、主要事業である小売業を中心として、日本人の責任者とローカルスタ

ッフに対して支援を行っています。現地から疑問を提起させる、問題点を報告させるといった子会

社起点の連携と、本社提案による勉強会や相談会の実施という2方向のコミュニケーションをベース

としています。実務実態や法改正に関する情報がないままでは本社からのQを出すということはな

かなか難しいので、国際民商事法センターや顧問の弁護士の先生からの示唆、他国で生じている問

題事案をベースにして、海外子会社とのコミュニケーションを実施しています。トップマネジメン

トのコミットメントを形にするために、年に1度は現地法に詳しい弁護士の方々にご協力いただき、

役員向けのコンプライアンス研修を実施しています。先ほどお話にもあった贈賄は必ず入れるよう

にしています。 

 こういう形を通して、現地の子会社サイドとしては自らのコンプライアンス体制の構築を図る。

日本の親会社である当社としては子会社管理のために必要な情報を得る。それぞれの目標に向かっ

て、まだ道半ばではありますが、相互に協力、すなわち管理と支援を行うような関係ができつつあ

ります。当社ではマネジメントをローカルに任せるという、良い意味での社内用語で「連邦制経営」

を取っています。これが当地のお客さまのためにはベストと考えていますので、将来的にはその国

の方にその経営をお任せすることにはなると思うのですが、この点、経営層が日本のガバナンスを

理解して、日本でのコミュニケーションが可能な現時点ですら、なかなか適切な形での取締役会の

運営やあるべき定款案の立案が非常に難しく、なかなか時間がかかる状況です。この過渡期の間に

しっかりと補強しておかないと、ローカライズが進捗すればするほど子会社ガバナンスの必要につ

いて、理解を得にくくなる恐れがあると思っています。 
 グループガバナンスを念頭に置いた子会社の機関設計が求められている中で、われわれが実施し

なければならないことをどのように教育していくか、共有していくかということは各国、各社、各

人の特性を見極めた上で一つ一つ、会話を続ける努力を継続しています。そうすることで、取締役

やそれに類するポジションを委ねている方々が、本社からの適切な支援を得ながら思いきり当地で

経営手腕を発揮していただけると思っています。それが結果的には該当国の従業員の方々のために

もなると考えています。 

 日本の親会社であるわれわれは、現在、社外取締役として参画いただいている方々から厳しい指

導を受けていて、良くも悪くもガバナンスの重要性については経営陣が一番理解している状況があ

ります。そういう経営陣が陣頭指揮を執る今こそ、連邦制経営を下支えするガバナンス体制を強固

なものとするチャンスだと考えています。 
 グローバル企業としての歴史の長い他社様は恐らくそういう整備も完了しているところもあると

思いますので、こういう場を通じながら日系の他社事例を積極的に学んでいきたいと思います。そ

れが結果としてグループ全体の意識と知識の向上につなげていけると思っています。 
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 今回、いろいろな法整備等に関わっている方、またはアジア諸国についてさまざまな見識をお持

ちの方々がいらっしゃるので、少し困っているという細かいことをご紹介していこうと思います。 

 例えば一つ目、トラブルが生じたときや契約上の解釈の迷いが出るとき、裁判例が公開されてい

なかったり、一部だったりという国があります。これは正直、民間の力ではどうにもならないので、

何とかならないかと思っています。特に専門家の意見を現地で求めても、公にされていること、条

文に書かれていること以上の意見をしにくいという状況があって、総花的な助言にとどまってしま

うことがあります。そうすると企業として次の行動を取るというのはなかなか不安定な場合があり

ますので、ここは一つ何かあればと思っているところです。 
 また、土地についてはいろいろな民法支援も入ってくださっているし、初期登記制度についても

いろいろご支援を頂いていますが、その先の賃貸借の流れの中で相続の観点で乱雑になっていたり、

節税の観点から何をしたのか、われわれが借りようと思っている物件をなかなかクリーンに確認す

ることができません。また、その確認をする過程でなぜ確認をするのかという説明にお互いにフラ

ストレーションをためているような部分もあります。なぜそういうところまで確認をしなければい

けないのかというところの理解ぐらいがあると、お互いにコミュニケーションがしやすいという部

分があります。これも現地担当者、また、われわれの悩みの種となっています。 
 外資規制に関する部分や許認可のところ、これも要否が可能かどうかも含めてコメントの統一見

解が見いだせない部分もあって、不安定なものが多いです。恐らくインフラのような大きなものは

積極的にご支援が入るのでしょうが、小売業をやっていると大きなものから小さいものまで山のよ

うに許認可があり、小さい部分についてもなかなか難しい部分があります。ただ、JICAやJETRO、

各省庁の皆さまが取りまとめてくださっている情報は、これをスタートさせるに当たっては非常に

助けになっています。今後とも継続していただければありがたいと思っています。 

 日本にいながら仕事をしている上での肌感ですが、日本やその他の国の支援を受けて達成しよう

としていることが、現場担当者のレベルまではなかなか届きにくい環境があると思っています。当

社社内においても同様なことが頻繁に起きるのですが、例えば当局の中でも大方針が策定されてそ

れを実務に落とし込む際に、市民に接する担当官がどのように教育されているのか。また、国民に

どのように周知されているか。そういう部分で日本を含めた法令支援国による支援が現地法の適用

のための教育まで及ぶとなれば、外資として進出しているわれわれとしては非常に心強いと思って

います。 
 少し切り口を変えますと、海外子会社の本部スタッフの離職率が高いという悩みがあります。特

に1人や2人の少人数のローカルスタッフで構成されている法務部においてその傾向が強い。恐らく

法務部門の仕事を評価してもらいやすい風土ではないということもあるのですが、一方で法務部門

の方も比較的狭い仕事領域として捉えてしまう部分もあります。問題解決に当たる視座の問題かも

しれないのですが、イオンとしてお客さまのためにわれわれはどうするべきかという視点を今後ど

のように法務部スタッフ等を教育していくか。また、一歩踏みこんだ提案力や法務としての会社全

体に対する指導力を自分の仕事としていないという部分もあります。もちろんこれはわれわれが自

ら社内で教育はしていくわけですが、もし、アジアの中で日本のこのような場、ビジネスの世界に

おいて法律に関わるローカルの法務スタッフや弁護士の方々が、地域社会とともに育つ企業集団、

この企業法務に向かってどのように取り組むべきかを議論する場があれば、現地で孤独に悩んでい

る企業法務の方、弁護士さんがほとんどですが、そういう方の支えになるのではないかと思ってい

ます。 
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 最後になりますが、アジアに進出する子会社を有する日本企業としては、当局による実務を法令

に合わせて実行可能にするための支援や、主要テーマに関するシンプルな形の各国別比較表や現地

実務の実態、法令のその後の改正の予測。先ほど佐藤参事官からのご説明のあった逆バージョンの

主要法令の和訳・英訳の必要性。これに関する企業からのニーズは極めて高いと思いますし、既存

のものもありがたく活用させていただいています。ジェネラルなものについてはそういう対応をし

ていただくと、民間企業としては自らの特殊な部分にフォーカスして対応していくことができます。

これは結果的に、アジア諸国の皆さまの暮らしに役立てると思っています。 

 実はわれわれカンボジアの1号店を出店したころに、さまざまな法律をまじめにやりながら対応し

ていたところ、全く価格も周辺の小売業の価格に見合いませんでしたし、競争にならずに非常に苦

労したこともありました。また、その法律を守ろうとしてもなかなか守れない、どうやってやれば

いいのだろうと。それを守るための業者を見つけてくるとか、そういうところで苦労したこともあ

りました。そのときにカンボジアの当局の方からのお話で、「イオンと一緒にカンボジアも成長し

たい」というお話を頂いてすごく励みになったことがあります。恐らくJICAさんなどは日々、そう

いう言葉を励みにしながらやっておられるのだろうと思います。ぜひ、そういう話は共有していた

だきたい。それは結局、民間としても非常に励みになりますので、今後も引き続きお願いしたいと

思います。 
 

（鈴木） 渡邉さん、どうもありがとうございました。佐藤先生、磯井先生ありがとうございます。 
 最後になりましたが、法の支配とビジネスの関係について、私は最近アジアの何人かの法律家と

会い、多少話をしましたので、ご紹介して、どういう感じかということを共有したいと思います。 
 

アジアにおけるビジネスのソフトインフラとしての法の支配と最近の動向 
鈴木 五十三（元ローエイシア会長） 
 香港では先日、「Ceremony of Opening of Legal year 2020」と言い、2020年の法律年間の記念式典

が開かれました。香港のシニアカウンセル、バリスターたちが勢ぞろいしました。そのときの写真

を見ると、一番前の真ん中に最高裁長官、並んで、左側に司法長官、右側がバリスターの会長、ソ

リシターの会長が並んでいます。シニアのバリスターと裁判官がほとんど一堂に会しました。これ

だけの人が一堂に会するとなかなか壮観で、各長官、会長たちが新年の祝辞を述べるということが

毎年行われています。ちょうど香港のデモもありましたし、中国との関係で香港はどうなるのかと

いう注目を集めていたところ、外国から多くの法曹関係者を招いてこの会が開かれています。 
 そのときに、マー最高裁長官は新年の挨拶において、法の支配にとっては司法の独立が重要であ

るということを強調しました。続けて、裁判官はその職責を果たすにおいて、法律と法律の精神以

外の何ものをも考慮してはいけないと、政治も経済も考慮外であると明快に述べたことが印象的で

した。実はアジアの他の国に行きますと、裁判官はもう少しいろいろなことを考えて判決を出すこ

とがあるのですが、香港の長官はいろいろな事情全てを考えた上で、こういう立派な演説になって

いました。 

 また、女性の司法長官は、香港における仲裁の奨励について語りました。特に国際仲裁の奨励で

すが、大きく二つの点で特徴的でした。一つは、中国とのビジネスにおいて仲裁地として香港がま

すます重要になっているということでした。中国とのビジネスの紛争解決は、香港でできることの

証左として、中国と香港との間で協定が成立し、仲裁手続における暫定措置の執行に関する新しい
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制度が中国と香港の間で使えるようになったということを強調していました。もう一つはICSID
（「国際投資紛争解決センター」）という投資仲裁機関との連携です。ICSIDは会社の方々は関心

をお持ちだと思いますが、企業が外国の投資家として投資国に入っていったときに、投資の受け入

れ国から例えば収容や差別を受けた場合、直接、仲裁に訴えられるという制度を主に担当している

世銀の機関です。ICSIDの仲裁手続を香港でも実施できるようにすると言っていました。 

 香港の司法長官は世界に向かって、自分たちは中国との紛争も解決するし、アメリカ発の投資仲

裁についてもできるのだということを訴えていて、ビジネス法における香港の役割の重要性を表明

していました。 
 香港のバリスターは、イギリスのバリスターの伝統を受け継いでいます。実はこのときに香港の

デモに参加した人たちが大量に逮捕されて、その人たちの裁判をどのように迅速に行うかというこ

とが香港法曹界の重要な課題だったようです。それに対して香港のバリスターの会長は、「少数者

弁護こそ、バリスターの仕事なのだ」ということを強調して、イギリスの非常に古い法律家の話を

引用して説明していました。 
 他方、ソリシターの会長はもう少しビジネスに近い考え方をします。中国との関係でもバリスタ

ーに比べて、中国との関係を良くしようというのがソリシターの基本的な立場です。例えば、デモ

隊が火炎瓶を投げたりするのは表現の自由からみても度を超えていると述べていました。 
 全体を見ますと、壮観な記念式典に香港のいわば司法全体が集まってこの行事を行い、それぞれ

の立場でそれぞれの発言をする。非常に香港の司法がまとまって香港を支えているというのが、恐

らく外国からの参加者の印象だったと思います。私は「日本から来たビジネスにとってデモの混乱

による影響がないのか」と聞いたところ、「こういう司法があるので、何ら心配はない」という答

えが返ってきました。 

 次にビジネスにとっての法ということで、マレーシアの弁護士に、「弁護士から見て、日本のビ

ジネスがマレーシアに入っていく上で何を考えるべきなのだ。公正な司法を提供してくれるのか」

と聞いたところ、復帰したマハティールの下で、法の支配が非常に尊重されるようになり、その結

果、マハティールは「Anti-Corruption Commission（腐敗取締委員会）」を再活発させていると答え、

「腐敗に対して敏感になっていて、日本のビジネスはそういう意味で心配が要らない状態になって

いる」と言っていました。 
 二つ目の質問として、「裁判所が公正な判断をしてくれるのだろうか」と言うと、「それは仲裁

条項を勧める」と言っていました。さらに「仲裁はコストがかかるではないか」と言ったら、「少

額事件には調停があります」と言っていました。それが恐らくマレーシアの本音かもしれません。 
 三つ目に「他に何かあるか」との質問には、「中小企業（SME）のマレーシアへの進出について

は政府がいいプログラムを持っていて、特に国際的な直接投資についてサポートするプログラムが

あります」と述べていました。恐らく受け入れ国の実務家から見てビジネスとの関係で、ここでは

腐敗と仲裁とSMEのサポートが重要だと思っていたようです。 
 腐敗については、マレーシアがマハティール政権の下で腐敗防止委員会を活発化させて安心しろ

ということになっているのですが、実は香港も30年ぐらい前は相当ひどかったと言われていました。

ところが「Independent Commission Against Corruption」の活動があって、かなりアジアの国々の中で

は先進的にこの問題が解決されて、ビジネスから見ると香港での行政規制や司法制度はそれほど不

透明ではないと思われていると思います。 
 腐敗というのは、実際に現地に投資をしていく際のいわば参入障壁になっています。入り口では
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行政、出口では先ほどの紛争解決制度の整備があるわけですが、カンボジアで24人も死んでしまう

ホテルの崩落が1月4日にありましたが、ビルディングが壊れた背景には大きな問題があるのだと言

われていました。それは何かと言うと、ホテルの崩壊において日本で言うと建築基準法がちゃんと

していない。その建築基準法がちゃんとしていない背景には、行政腐敗があって、Corruptionがある

からだというように、メディアは主張していました。 

 先ほどイオンさんの報告には「不明瞭な外資規制」があったかと思いますが、特に行政規制の強

い側面の事業については、この問題が必ずあるというように思います。G20大阪サミット2019の原

則6も、この腐敗防止については取り上げられていました。 
 他方、東南アジアも含めてのアジア諸国では良い司法の競争というか、うちに来れば大丈夫とい

う競争が盛んです。私の経験だけで言うと、一つはマレーバ・インジャンクションという仮処分を

とった事件と、もう一つは日本の破産管財人をそれぞれの国で承認してもらって管財行為をやって

もらうという二つの点で、同一の事件を三つのフォーラムに申し立てました。香港・シンガポール

・カナダでは、その結果、命令が発令されるまでの間にかかった期間は、香港はバリスターとソリ

シターの二段階代理がありますので、最初に事件を頼みに行くのはソリシターで、ソリシターがバ

リスターを選任して、バリスターが裁判所にインジャンクションの申し立てをするという手順を踏

みました。 
 シンガポールは弁護士しかいませんから、一つの事務所に行けば全部やってくれます。カナダも

ロイヤーしかいませんので、ロイヤーが全てやってくれるということです。時間的な順序で言うと、

マレーバ・インジャンクションも破産管財人の承認も申し立てから発令までシンガポールが一番期

間が短かった。その次が香港で、一番長かったのがカナダということになりました。カナダの場合

は審訊期日の条件など、デュープロセスについての考慮が働いたのだと思います。もちろん、香港、

シンガポールも、デュープロセスについては大変意識的なのですが、それを早くしようという意識

が裁判所の中にありました。 
 インドの弁護士にも聞いてみました。インドの弁護士がすぐに言ったのは、「仲裁の判断が承認

されるようになった。これを日本の会社が使えるよ」というので、第一三共事件を挙げていました。

この事件はシンガポールの仲裁判断がインド人実業家に対して約600億円の支払を命じ、インドにお

いてその執行承認がデリー高裁で出た事案です。他方、シンガポールで並行して仲裁判断の取消訴

訟がありました。けれども、そちらの方も棄却されて、結局は執行されることになります。 
 インドのメディアは、国際的なビジネスは仲裁判断を使うことができるというメッセージを発し

ました。インド最高裁判所は、執行の拒絶を求めたインド人実業家に対し、「It is not about individual 
honour, but it doesn’t look good for the country’s honour」。「これは君たちの個人的な名誉の問題では

ないのだ。こういうことが起きたのは、国として恥ずかしいことなんだよ」ということを、手続き

の中で述べたということです。これは先ほど、香港のマー長官が裁判所は経済問題も含めて、法に

書いている以外に従わないと言っていたのに比べると、かなりリラックスした正直な発言だったと

思います。これもやはりインドの弁護士が、インドへの投資招致に向けた制度の整備の一つとして、

仲裁の問題を扱っているということだと思いました。 

 結局、いろいろな意味で越境紛争の解決は非常に重要な問題であるという意識が各国の弁護士に

おいて意識されているようです。これは多分、ビジネスの方は現地の弁護士と打ち合わせをすると

きに出てくる一つの要素ではないかと思います。 
 それで、仲裁を使うわけですが、仲裁は基本的にはマレーシアの場合だと裁判所よりも仲裁の方
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がいいというアドバイスでした。現地フォーラムの裁判所よりも仲裁の方がいいというのが、

ASEANの国にはあるようです。インドも結局、仲裁合意を奨励するというような傾向にあるようで

す。 
 そのときに、確か経協インフラの方では準拠法を日本語にするというように提案いただきました。

仲裁機関をJCAにするというご提案をいただいているとお聞きしています。確かに日本のビジネス

が向こうに出ていったときに、準拠法と、仲裁地共に日本になることが重要で、そのために仲裁条

項の提案が使われることが望ましいと思います。 

 もう一つは越境紛争の場合にビジネス的に重要なのは、恐らく投資協定仲裁だと思います。投資

協定仲裁は、特に国が関係した事業、契約において、投資協定仲裁を入れておくことによって紛争

の事前防止になります。有名な幾つかの事件がありますが、実際には投資協定を結ばれていない国

で、かつ、仲裁合意をしないで事業を行ったが故に紛争解決が非常に不利になったという事案があ

ります。投資協定仲裁があれば、いざというときに仲裁合意をしなくても、それがプレッシャーに

なるので、結んでいる方が日本のビジネスにとってはやりやすいのではないかと思います。 
 実は仲裁については仲裁機関を日本にするというお話もありましたが、例えばマレーシアなどは

二国間仲裁協定では自国の仲裁機関も、ICSIDと並んだ仲裁機関として使えるということを明記し

ています。この投資協定仲裁は恐らく越境した投資問題について非常に重要な紛争解決制度になっ

ていくだろうということで、中国の一帯一路でも相当、意識されています。一帯一路は現状では法

律でもないし約束事でもない、一つの政策宣言ですが、非常に大きなお金が関与していて、特に中

国に限らず投資家のお金がそこで投資される状況になっています。必ずこの一帯一路においても、

投資協定仲裁のシステムが使われるようになると理解されています。 
 それだけではなく、一帯一路の関係では、中国は先ほどの香港との間の協定による仲裁制度の提

起、あるいは深圳などの国際商事裁判所をつくることによって、「紛争解決はここにお任せ下さい」

ということを言っています。 
 こういう背景で私が感じたのは、現在、ビジネスの関係で大きな問題になっているのは司法の独

立を前提にした腐敗防止、そして越境的な紛争の公正な仲裁、紛争を解決する制度であると思いま

した。 

 これで最後になりますので、私のまとめを終わらせていただいて、ディスカッションに入りたい

と思います。 
 では、パネラーの方に一言だけでも言っていただければいいと思うのですが、今のアジアビジネ

スローフォーラムの活用で、何か思い付いたものがあったら一言でも結構ですので言っていただき

たいと思います。もちろん、必ずしもフォーラム自身の能力に似合わないリクエストもあるかと思

いますが、言っていただければ非常にためになりますので、よろしくお願いします。佐藤先生から

いいですか。 

 
（佐藤） 本日のお話は非常に参考になりました。内閣官房にいると、現場でどういうことが実際

に起きているかは所管官庁から間接的に民間企業が直面している課題についてお聞きすることはあ

りますが、こういうアジアビジネスローフォーラムのような機会に、今日はイオン様のお話で1985
年からとにかく現地に行って展開されているお話、苦労についてお聞きしました。こういう現場の

苦労されている話とか、私もインドネシアにいたときには税制がコロコロ変わって、日本企業は非

常に苦労されているという話をお聞きすることもありました。現場には大使館、総領事館、JETRO
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などのオフィスもありますので、そういうところを活用していただきつつ、このフォーラムにも官

民の連携の一役を買っていただけるとありがたいと思いました。 

 
（鈴木） 磯井先生、もし、可能であれば中国のことでも新しいことがあれば話していただければ

と思います。 

 
（磯井） こちらのフォーラムに期待したいこととも関係するのですが、今、ODAとして法整備支

援を各国に展開しているのですが、特に中国に関しては、近日中にODAが終了することになってい

ます。今後は、支援ではなくて2国間の交流、あるいは地域も含めた交流という新しいステージにな

っていくと思います。これまで中国とは、信頼関係に基づいて、非常に突っ込んだ議論、いい活動

をしてきていると、手前みそのようですが、思っています。そういう関係を、もっと幅広い皆さん

にも担って交流していただいて、引き続き日本とアジアの国々の良い関係を築いていきたいと思い

ます。 
 

（渡邉） 今回は正式な設立というところで、お祝いのセレモニーなところもあるのでこういう場

なのでしょうが、もう少し簡単に気軽なディスカッションができるようになればいいと思っていま

す。われわれも、こういうことができたらいいのに、あんなことができたらいいのに、でも民間だ

けではできないなというところが、大きなインフラとかではないですけれども、たくさんあります。

こういう、いろいろなところから皆さんが参加される場が引き続いていくと、非常にありがたいと

思います。 
 

（鈴木） どうもありがとうございました。本当は皆さんにもう少しお話を聞きたいし、また、フ

ロアからもぜひお話を聞きたかったのですが、時間になりましたので、パネルディスカッションと

してはこれで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 
（司会） ありがとうございました。パネラーの皆さん、ありがとうございました。それでは、終

了の時間が迫ってきましたので、最後にアジアビジネスローフォーラム設立発起人でもあります、

元法務省法務総合研究所長の酒井邦彦より、閉会の挨拶をさせていただきます。 
 

閉会挨拶 

酒井 邦彦（元法務省法務総合研究所長） 

 本当はもう少しパネルディスカッションがこれから白熱するところだったのですが、時間になっ

てしまって申し訳ございません。 

 本日は皆さん、お忙しいところ、お集まりいただき、本当にありがとうございました。スピーチ

を頂いた寺田様、藪中様、パネリストの皆さま、素晴らしいお話を頂き、おかげさまでわれわれの

フォーラムもここで無事に発足することができました。 

 今日、寺田様、藪中様がくしくも「本当の議論が必要なのだ」と言われました。われわれがこの

フォーラムをつくったのは、まさに本当の議論をできる場をつくり、そこで人を育てて世界に羽ば

たいてもらおうという趣旨です。そのためにこのフォーラムのネーミングをどうしようかというと

きに、誰でも参加できる広場がいいだろうという、古代ローマの「フォーラム」という名前を付け
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させていただきました。しかも、日本で一番緩い組織というか、誰でも参加できるという組織にし

ようということで、何も縛りがなく参加できると。これから定期的に開かせていただきますが、国

際民商事法センター、商事法務研究会のホームページを見ていただくと、次回のフォーラム開催が

出ています。名前とメールアドレスだけを登録していただくと、そこにわれわれからご参加の通知

をさせていただくことになっています。もし、まだお名前とEメールアドレスを登録されていない

方は、できればこの商事法務研究会か国際民商事法センターに連絡をしていただけたらと思います。 
 これから定期的にフォーラムを開催し、そこには政府からJICA、JETROなどもお呼びしたいので

すが、企業や学者の方、法律家の方、どういう方でもお呼びして、かなり自由な議論をさせていた

だきたいと思っています。それぞれテーマを決めてそのテーマにおいて日本の第一人者にお声を掛

けて来ていただいて、しかもできるだけただで来てもらうようにして、基調のお話をした後、みん

なで議論する場にしたいと思っています。また、将来的にはできれば外国の政府の方や法律家の方

も呼んで、話し合いができるような機会も設けられたらと思っています。 

 このフォーラムを支えていただけるのは皆さま方ですので、ぜひ、これからご協力、ご支援を賜

りますことをお願いして、私の挨拶に代えさせていただきます。今日は本当にお忙しいところをあ

りがとうございました。 
 
（司会） 以上をもちまして、本日のシンポジウムを終了いたします。最後までお付き合いいただ

きまして、誠にありがとうございました。 
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